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建設事業におけるマネジメント契約システム

ー米国の経験とその日本への適用性 一

小林康昭



論文の内容の要旨

論文題目 建設事業におけるマネジメン卜契約システム

ー米国の経験とその日本への迎用性一

氏名 小林康昭

我が国の公共建設事業は、明治政府が締築した法体系と行政機構によって大きな影轡を

受けつつ整えられた建設市場や企業制度の枠組みを2基本にその執行が継続され、 %2次大

戦後の国土復興と経済成長に伴う戎が閣のl膨大な社会基盤胞設開発整備管理運営に闘する

社会経済的要請に応えてきた。しかし. 1 9 9 0年代後半から公共建設事業の仕組みとそ

の速周に変革を迫られる事態に直面している。変革を迫る推進力には、国際化とし、う緩史

附燈勢と共に，これまでの公共建設事業の執行過程に対する様荷な社会的批判があり.さ

らに国家財政の硬直化という事情もある。これらを契織として、我が国の建設界では.公

共建設事業の制度 ・仕組み，それらの運用に関わる微々な改善や改革の努力が重ねられて

いる。そして，我が国の公共廷:設事業に多様な入札契約制度を導入することを見据えて.

欧米諸国における入キは酪守制度やマネジメント手法の実態に関心が向けられ.数多くの調

査研究が実施されるようになった。

本研究は，現在の米国の建設市場で定着しているマネジメント契約システムについて、

その制度化の動機およびシステムの特性等に関する調査研究と分析を行い，日本と米国の

建設市湯の構造と建設企業の体質の比較検証に基づいて.主主が国の公共鎗設事業の改善や

改革に有用な公共建設事業執行システムのあり方と，その制度化の方策を占星言することを

目的とした。

本論文は、 9つの主主から構成されている。

第 1:撃の「序論」においては，本研究の動機，目的.手法を述べた。現在、我が国の建

設分野が直面している課題を概観し，わが国の建設分野の仕組みの改普ーが社会的な要請で

あり，そのためには新しL、マネジメント手法の導入が必裂であることを論じた。本研究で

は我が国における新しL、マネジメント手法導入の参考として米国の建設市湯における経験

を考察し特にマネジメント契約システムを比絞分析の対象として選んだ綴拠を示した。



研究方法としては，国内外の和文・英文の書籍，研究論文，技術雑誌，法令.k{;J款，調査

研究報告-;tt，新聞記事等の文献資料を分析しさらに著者の建設事業に関する実務体験か

ら得られた知見に基づく後証.を主主用している。

第 2章の「建設生産システムとマネジメント契約(MC)Jにおいては，本研究の対象であ

るマネグメント契約システムの基本的概念を明らかにした。米国における"COllstruction 

Proiecl Del ivery Syslems"を"智必姐e システム"と和訳した庇念が.建設プロジェク

トの緑初の段階から発注者への引渡し(Oelivery)の段階までの一連の活動を生産行為のシ

ステムと見なした慨念であることを先ず明らかにした。つぎに，米国の建設市場における

時雄志位産システム"が，直営システムから設計直営・施工外注，設計施工分離外注設

計施工一応外注を経て性能発注システムへと変遷していった歴史的経緯を明らかにした。

マネジメント契約システムが，米国における最も新しい建設生産システムであり船長の

伝統的な建設生産システムである請負契約(ワーク契約:Work CODlract:WC)システムと

対極的な関係にあることを示し，マネジメント契約システムの建設生産システムにおける

位向づけを論じた。

第 3mの「米国におけるマネジメント契約(MC)システムJにおいては、米国の建設界に

影轡を与えた米国の図民性の形成過程を論じた。マネジメント契約システムが誕生した時

期の米国の建設市場の綴態と社会的な背3比それに伴う建設生産システムに対する I~í代の

要諮を分析し、米国の建設市場でビジネスとして成立し定着してきたマネジメン卜契約シ

ステムの形態を分溜し.その延敬市場における鍛争力を統計資料をを周いて倹証した。

第4宣言の「マネジメント契約(MC)システムの特性Jにおいては.米国土木学会(ASCB).

米国主砂巨政府一般，調達庁(GSA).米国璽盟家協会(AIA).米国総合建設業者協会(AGC). 

米国コンストラクションマネジメント協会(C胤A)等の諸機関から公表されている提言.実

践~綱.ガイドラインやマニュアル等の文献資料で明らかとされている，このシステムに

対する諸機関の認識を比較調査し米国におけるマネジメント契約システムの実態を後証

した。その結果.米国の建設市場がこのマネジメン卜契約システムに求める綴能が，発注

者の補完と請負契約の代替に集約されていることが明らかとなった。さらにこれらの諸

機関が公表している標準約款や指針等を詳細に倹討し，マネジメン卜契約システムによっ

て建設プロジェクトを執行する場合の，業者の評価方法や報酬の決定，契約形態の選択，

およびマネジメント実施者ωanage皿entContraclor:MCr)に求められる要件.選定方法，

契約行為に伴う3主任とリスク分担等の事項に関する米国の実態を整理して纏めた。

第 5宣言の「米国におけるマネジメン卜契約(MC)とワーク契約(WC)の比較綾証(1) {企

画と計画段階)Jにおいては.第4主主で明らかにした米国における実態に基づき.マネジ

メント契約システムと従来の請負契約(ワーク契約〉システムとを，建設プロジェクトの

百明j段階における.企画，計画，設計，品質保:m:.予算-工程の作成. VE (VaJue EDgio 

eeriog)等の業務を対象に，著者の米国における実務体験から得られた知見も加えて比較

検討した。その結果，マネジメン卜契約システムは，マネジメント実施者が介在すること

によってマネジメントの述続性が維持されること，建設プロジェクトの前期段階において

発注者の峻能や能力が弱体な場合の補完ができるので建設プロジェクトの効率的な執行に

特に有効であること.自己北IIIの回避に陥りがちな設計者の自己主産護を封じてVE効果を

もたらすこと等の事項が，議負契約(ワーク契約〉システムに対する優位性として明きら

かとなった。

第 6章の「米国におけるマネジメント契約(MC)とワーク契約(WC)の比較倹証 (2) (運

営と管理段階) Jにおいては.マネジメント契約システムと:背負契約(ワーク契約)シス

テムとを.葱段プロジェク卜の後期段階の工事執行と管理における調述，工程管箆，品質

管理.クレーム処理主事の業務を対象に.著者の米図における実蕎体験から得られた知見も

加えて比較倹討しマネジメン ト実縮者と ワーク実施者 (紛負業者Jの役割およひ宵シス

テムにおける発注者が分担すべき役割の相違点を明らかとした。その結果、両システムに

おけるワーク実脳者(務負業者〉の役割には顕著な相途がないこと，請負契約(ワーク契

約)システムにおいて発注者に課せられる役割が.マネジメント契約システムでは発注者

とマネジメント実施者とに分担して課せられることとなり，その分担比率の差異が様々な

形態のマネジメント契約システムの特性を決定づりていることを論1正した。

Jfj1章の「米国におけるマネジメント契約(MC)とワーク契約(WC)の比絞検証(3) (組

織と企業経営)Jにおいては，企業やプロジェク卜組織の、マネジメント契約システムと

請負契約(ワーク契約)システムへの対此司法の相互区.<!;i.について倹討した。米国における

マネジメント契約νステムへのプロジェクト組織や企業の対応方法に関する文献資料は数

が限られていたので¥米国で公表されている枇負契約 (ワーク契約)システムへのプロジ

ェクト組織や企業の対応方法に関する文献資料を用いて分析した。そして，著者のマネジ

メント契約システムによる実務体験から得られた知見を加えてマネジメント契約システム

へのプロジェクト組織や企業の対応方法を検討した。その結果、米国においては，従来の

請負契約 〈ワーク契約)システムへのプロジェク 卜組織や企業の対応方法を後本的に変化

させるような特別な新しい対応を必要とせずに，マネジメント契約システムの遂行が可能

であったことが明らかとなった。

第8章の「マネジメント契約(Mのシステムの米国市屈におけるE判前と臼本市湯への導入

の可能性と課題J においては，第 2章から第 7主主までで~l}られた比較段認識来や論誌に滋

づき.米国の建設市場におけるマネジメント契約システムの総合的評仰について論じた。

マネジメント契約ンステムの導入によって，発注者にとっては、多織な選択肢が与えられ

ること，管理費の縮減が期待できること.プロジェクト遂行に不d杯足する能力や機能が

織完される級会が得られること，マネヅメン ト実施者にと っては、マネジメント技術に市

場価値が付与されること.ili1泊業者にと っては，マネヅメント能カが弱体でら建設プロジ

ェクトへ参画できる機会が大きくなること等，建設プロジェク卜に機わる様々な主体から

のマネジメント契約システムに対する評価を，米国で公表されている文献資料に基づいて

盤理した。

最後に.米国で優れた相滴を得ているマネジメント契約システムを.我が図へ導入し定

着させる可能性と方策を検討した。

その結果，我が園の近代化の歴史的経緯が示しているように，欧米諸国の文物の導入を

図る場合に適用してきた和魂洋才の精神に沿うことが妥当であること.すなわち，米国特

有の特性を活かしながら，我が国の建設市場に順応できるよう織々な修正を行うことが必

要であることを.日本と米国の国民也市場環境、商償行等の国際比較によって明らかに

した。我が国の現行の会計法・財政法を中核とする公共調達に関する法体系，中央集権的

な行財政システム.公的権威を尊重する風土.固定的な労働市窃等の特性や枠組みと.米



国における透明で明確な契約関係，システム化・マニュアル志向.ソフト技術の市場価値

付与の常識化等の特性や枠組みとを組み合わせた仕組みを見据えて，短期間の内に我が国

へ導入することが可能と考えられる制度をデザイ ンした。この制度は国家資絡制度と公的

運営管理機構とを中篠としたもので「建設管理士制度Jと名付けた。有資絡者の個人的権

威や技術的資質 ・能力要件を基本に鐙き，運営に関わる組織の設置を念願に日本的な商慣

行の特質も考慮し.さらに既存の技術土や土木施工管理技士等の資格制度との整会性にも

配慮したものである。この提案したマネジメント契約システムを，我が国の公共建設事業

における大型建設プロジェクトに適用した場合の経済効果に関するシミュレーションを行

い.その実効性と有用性を論証した。

第9主主においては、本研究の内容と成果を総括し『結論Jとした。
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第 1章序論

1-1 研究の動機

1980年代後半に発生した日米建設摩擦をきっかけとして、わが国の建設伊Rは、外国の

みならず、圏内からも批判(*1)にさらされた。そのありかたを見直すため、米国など諸外

国の詰IJ度を調査研究する機運が各方面に生じ、実際にそうした動きが出てきた。筆者l草、

1990年代の初頭から、米国でプロジェクトに関わる機会を得た (*2)ので、その経験を活か

して建設分野の在り方を考える研究を構想し、プロジェクトの遂行に併せて開始した。

1-2 研究の目的

日本の米国研究の歴史は意外に新しい、との指摘(叫がある。日米両国間の摩擦のとげ

とげしさは、米国側ばかりでなく、日本側にも相手への認識不足秤註することを物語る。

そこで筆者は、米国でのプロジェクトのマネジメント実務に並行して行った文献間ヰの調

査を通して、米国の国畏性を背景とする社会のイ:卦fLみや建設分野の実態を把握し、認識を

深めることに努めた。その過程の中で、米国におけるマネジメント契約(MC)システムの凸

態に着目し、そのシステムを検証して、日本の建設市場への導入の可能性を研究(叫)した。

本論文は、わが国の建設分野に向けた内外からの批判が、わが国の建設市l肢を見直して再

構築すべきとの誌報にある、との事断に立って、わが国の主殴分野の改善に役立ち、 Eつ

わが国の建設市場に適応性のあるシステムをデザインし、その制度化を提言することを毘

的としている。

1-3 研究の手法

マネジメントに関する研究は、実験による実証は不可能であり、実態該査を基本にせざ

るを得ない。 そこで本研究は、実態の調査、分析、考聖菜、検証という手法を採用した。

1・3・1 調査 ・研知操としての米国の経験

(1 )既往事例に学ぶ

わが国の現状を改善するための方法として、既往事例を研究しそれに範をとることは、

次のような理由で、優れていると考えられる。

q演証や検証カ容易であるか、若しくは既に野賓があること。

②具体的で現実味のある理解しやすい方法が多いこと。

③成功失敗の両方の体験を知る乙とが可能で、第見可能な構築カ容易であること。

@購入に際して説得力があること。

(2 )外国に学ぶ

外国に成功事例を調査し研究するととは、以下のような理由で適切であると考えられる。

①わが国に米導入の外国の成功事例には、有用な事例を見いだす可書封笠か高いこと。



信燃国とのギャップからの鎖国制鑓は、国際化時代には指見実的な反応であること。

③望ましい国際化の努力は、日本固有のアイデンティティをもっとも摩擦の少ない形で国

際却に定位させるととであるごと(め)を、わが国の近代化の歴史が示していること。

④それには、外国の文物を日本的な変換で取り入れる「夜明洋才Jが参考になること。

(3 )米国に本ぷ

外国の中でも米国は、次のような特徴を有し、適切な研究対象である、と考えられる。

①マネジメント研究の最先端国であること。

信戦後わが国は、新しい手法や学説を米国に学ぶパターンが定着している(時)こと。

③米国で評価の定まった手法や者畑、ほとんどの諸国でも説得力を持つこと。

④世界中の情報が豊富に集まる米国は、わが国で最も得易い外国情報源であること。

信産者にとって米国は、最も経験が多い先進国であること。

ト 3・2 lif慌の方法

(1 )該置の対象

以下のような事項を、調査の対象とした。

①米国士会を成り立たせている園長性とその誕生の歴史的背景

倒見行の社会常l肢や国家機構

信漣設分野の体質や制度の実態

@沫国のマネジメン卜思想

⑤建設生産システムの時系列附変遷とま期犬

⑤マネジメン卜契約(MC)システムの発生の動機と現状評価

⑦わが国の園長性、社会楠室、建設分野の仕組み

③わが国のマネジメント思想

上記の①内--@~;t7長国の臨力事例を求める実態調査であり、⑦と⑧は米国事例を日本的変

換するためのわが国の実鬼崎町査である。

(2)該匿の方法

本研究では、資料や文誠による議直が主要なアア法である。調査のために、公干曜講米

国その他(英文)約 90冊と日本(邦文)約 400冊、法令規則標鞘犠類:米国その他

(英文)約 120点と日本(邦文)約 30点、学会誌 ・公刊維誌類:米国その他(英文)

約 120冊と日本(邦文)約 60冊、論文集等に発表された論文-米国その他(英文)約

180編と日本(邦文)約 40 ;編、新聞記事:日本(邦文)約 60点、朝桔書類:日本

(邦文)約 50点、その他 ・筆者自身のプロジェクト体験、米国企業の従業員の体験読な

ど、の資料や文献を収集し解読した。参照した内容はその笥渡、本論文の中に明示し、本

論文の重要な論証基盤となる米国の主要な標準革犠妓買は、その妙訳を本論文に付目Ijした。

(3)調査結果の分析と検証

上記の資料 ・文樹調査を解読して得られた知見を通して、米国の国民性が形成された要
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因を概観する。そして、その国民性が彰響を及ぼした各種の社会の市IJ度や仕組みの中に淫

設分野の結11度、市場の+あ章、産業の機械企業の組織や運笛管理などを位置づけた歴史的

変遷と現状の把握を行う。そのt諺果、米国カ程てきた経験の中から、日本の建設分野が学

ぶべき存在意義を見いだすことを試みる。日本にとって、米国には、模範要素のみならず、

反面教師的要素も存在するので、個別に何が適応司能か好ましいかを.日米比較の上で検

証を行う必要がある。

(4)日本的な変換

わが国に有用であると認識した米国の経験事例を、米国的な形のままで日本に導入した

場合の適否を検討した上で、それが否定的な場合には、日本的な形へのデサ・インに努める

ことが必要である。その際には、わが国のマネジメントの文化的要素、現行の建設制度に

対する整合性が、極めて重要な条件であることが揺恋されなければならない。

1-4 本論文の憐成

本論文は、この第I章の明者Jを含む9つの章から構成されている。

第2章の『建設生産システムとマネジメント契約(MC)Jでは、本論文の主対象であるマ

ネジメント契約システムの基本的概念を、建設生産システムにおける位置づ吋と他の建設

生産システムとの比較の上で明らかにした。

第3章の 「ポ置におげQマネジメン丹美約(MC)システムJでは、米国の建設分野に影響

を及ぼしてきた米国の園長性の庁気泡盛程、それらを背策に建設生産システムの変遷を明ら

かにし、その中で最新の存在であるマネジメント契約(胎nag'句lentContract:MC)システム

に着目し、誕生当時の米国の建設市場の社会的経済的な背最と、わが国の建設市場の構造

的な問題との関連づけを行った。

言語4章の fマネジメント契約怖}システムの特性lでは、このマネジメント契約をシス

テムとしての特性上から分析し考察した。取り上げた対象は‘米国土木学会仏SCE)、米国

連邦瑚トサ波誠軒(GSA)、米国建築家協会(AIA)‘米国総合建設業者協会(側、米国コン

ストラクションマネジメント協会(CMAA)などの機関が提言 ・制定し実践しているシステム

である。各機関が求めている機能、採用形態、評価や報酬、契約上の適性、並びに期産者

(恥lag倒釦tContractor:MCr)の要件 ・選定・契新漬任、リスクなどの実態を明らかにした。

第5章の T米国におけるマネジメント隷抑。とワーク契酌{闘の民意識証 (1) {金

厨と計趨滋措'}Jでは、建設プロジェク卜の企画と計画の段階(設計前、品質保証と設計、

予算の作成、 VE (Value Engineering:VE)などの各業務)におけるシステムの比較を、伝統

的な請負のワーク契約との問で行って、双方のシステムの相違を明らかにした。必要に応

じて、筆者自身の業務体験からの知見を加えた。

気性の I米国におけるマネジメント勲{附とワーク動制の民主鋭鰹 (2) {運

営と営建薮椿'}Jでは、建設Z事の遼営と管理の邸皆(調室、工程、品質、クレーム等の各
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業務)での双方のシステムの相違を明らかにした。 必要に応じて、筆者自身の業務体験か

らの知見を加えた。

新主主の T米国におけるマネジメント難(j(J闘とワーク難句i闘の比薮検証 (3) {.組

織と企業経営}Jでは、プロジェクトや企業組織の、双方のシステムへの対応のしかたに

ついて比較を行った。米国でもこの関連の文献f静Eは非常に少ないので、米国でのワーク

契約システムへの対応を踏まえた上で、筆者自身の業務体験による考察を加えて、二つの

システムの比較検証を行った。

きゑ8撃の Tマネジメント難句制システム貯米皆械におげる朝酒と日本市場へ¢噂入

のl'iJi彪懲と議盟lでは、以上の比較検証や考察をもとにして、米国でのマネジメン ト契約

システムの総合評価を行い‘米国的システムの日本への画自入の適否を考察した。 その上

で、わが国で効果が発揮できるような、米国的システムから日本的システムへの修正の方

向を見出して、 わが国の市場に適用性があると考えられるマネジメント締ワシステムの制

度化を提言した。

さらにわが国の市場に於ける捕す慌正を行って、このシステムの有用性を篠認したe

第9章の 「築指Jでは、本研究で明らかにされたこと、その知見をもとに考察したこと、

及び本論文で提言した新しい制度の意義を、あらためて簡潔に述べた。
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書3~ 4t ill段生産システムとマネジメント契約ulO

2 -1 ili"Q: 1=.leシステム

2・1・1 わが国の公共工恒における建設生産システム

1980年代中頃から、日米両国の聞に発生した貿易斥僚の延長上iこ建設臨機問題が}JDわっ

た当初、わが国の国内論絢は、自動車などの他の工業製品と同係に、国益を意識した比較

的地味なものだった.しかし公共工事に関わる汚織や談合問題が、圏内の各地で摘発され

るに及んで、マスメディアを中心とする世論は、建設分野に対する姿勢を一変させた。糾

弾や弥劾の過程の中で、従来は関係者たちしか伺い匁lることが出来なかった建設の諸制度

や仕組みに大きな関心が寄せられ、多くの人々がその笑態を知るようになった。

わが国の建設の肱界に不祥事が横行するのは、公共工事の発注後関の全責任のもとに事

業移行が行われることを前提としている伝統的な枠組みが、発注側の機能低下や受注(ftl]の

能力向上などの時代変化によって、円滑に運用しなくなったため、と考えられているa

わが国の公共工事の建設生産システム1;:は、タテマエは設計直営・施工外注システム、

実態、は設計 ・施工分離外注システムが採用され、調達システムには、原則は一般競争入札、

現実は指名競争入札制度が、採用されてきた.建設生産システムの語は.わが国では~/11染

みが少ないが、本論文では、一連の建設行為を生産活動として米国で認識されている Con

s(ruction Project Delivery Systemsの訳語として使っている.調達システムは、業省な

どの資源(Resources)の選定 ・採用システムの意味に使っている.これらのシステムが、発

注機関にとって選択肢が綬られ多傑性に乏しく|時代の趨勢にそぐわなくなっていることが、

わが国の公共工事の執行を機能麻痩させ制度疲労をもたらしている、と指摘されている.

2・1・2 建設生産システムの基本的概念とその研究

建設生産システムは、企業者(発注者)、生産者(受注者)の遂行組織(プロジェクト

チーム)、運営管理(マネジメント)手法、契約形態などの生産活動に必要な要素を組み

込んだシステムとして構築した概念である。古くから言い慣わされてる路工法という語は、

特定の建設物の施工を、入力か機械カか、現場打ちかブレキャストか、という槻;念で規定

する場合に用いられる点で、建設生産システムの概念と区別することが出来る，

欧米における建設生産システム研究の中て¥入札制度、請負契約制度、設計施工方式、

分間t外注方式、性能発注方式など、係々なsVJ聞で研究が行われ成果をあげてきたが、元来

この方面では、現場の原筒、品質、工程などの管理手法を対象とする研究に伝統がある。

これらの管浬手法を駆使するソフト技術がマネジメント手法であると考えられるが‘これ

F
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の歴史的な分析は、マネジメント契約システムの誕生の背長を探る上で重要なので、次の

第3章で詳細に述べることとする。

2・1・1)建設生産システムの誕生の順序

この建設生産システムの流れを発注者と受注者(施工を担当する建設会社)の分担する

f強Ijの機能に注目すると、 (表 2・1・1)に示すような傾向になる。

(表 役割分担機能の変遷

建設生産システム 発注者の機能 建設会社の機能

踏楢 線住総 績霊童 設計 施工 館緬 協樹 品翻 設計施工

直 嘗'。。。。。
設計直営 ・施工外注 。。。。 。
設計 ・施工分離外往 。。。 。l

設 計 施 工 。。。 。。。
性 官巨 発 注 。 。。。。。」

経初蹴工事

• 
• 
• 
• 
• 

三ノ

|針直営・施工仰システム|

|謝 ・nrfi工鋼紗惟システム|

|設計施工システム|

|性能発注システム|

織を共工事

• 
i
-
-
-
-
-

日初期E事

• 
• 
• 
• 

B初似品Z事

• 
• 
• 

アス営住

らの管理手法治朝究対象として取り上げられた当初、現場の存在感はハード技術に占有さ

札マネジメントはきわめて影がうすかった。マネジメントが、建設のハード揃~jから独

立した存在感を認識させた契機は、後述するマネジメント契約 (MC)システムの登場である。

第二次大戦後、念局接した米国の建設市場では、様守な問題が発生したが、その対応策の

多くの中で、特に著しい成果をあげたマネジメント契約システムが、建設生産システムに

関心均帯せられる動機になった、と言われている。爾後、米国でマネジメント研究科確立

され、建設生産システムの研究に関心均喋まるようになった。

2・1・1) 

(図

双方のいずれも役割分担可能

この(表 2・1・1)によれば、歴史的に発注者の分担機能は減少、受注者である建

設会社の分担機能は増大の流れを指摘出来る。発注者の果たす役割や機能が減少するにつ

れ、受注者への依存度が強まっていく。その結果、発注者が本来備えていた役割や機能を

放棄し外部町七するような建設生産システムが発生して、マネジメント契約倒C)システムが

出現した。マネジメント錦句 (MC)システムの特徴は、 (表 2・1・1)の流れの延長上

。独占的に役割分担。

前近代のわが国の公共卦工事では、幕府や藩などの直轄による直営システム料調さ

れていた。普請留守や作事奉行など予算や技術面の統括責任者の職制が常設され、縄張り

などの欝十機能が常備され、黒鍬組などの作業集団が雇用されていたようにすべての機

能が内割問ヒされていた。その後の明治政府は、設計に関する機能にはお履い外人や帝国大

学で養成されたぜ術者を充て、現場の施工に関する機能を内部化と外部化による折衷とし

た。当初は労務 ・材料などの調達を内部化し、労務管理を外部化(OutSourcing)した。時

代とともに、市場における材料の開会書ttJの向上と施工業者の成長によって施工分野の外

部化の上惇を高めていき、昭和20年代には完全な形での設計直営 ・施工外注システムに

移行した。昭和30年代に入って社会資本整備の需要が急増すると、公共機関は拡大する

業務の消化に追われ縫釆内部化していた諦十の機能を、外制ヒするようになった。但し、

この外部批は、委託行為であって設音晴任を担保したものではないために、制度的なタテ

マエは依然、設計直営 ・施工外注システム、との見方もあるが、実態は設計 ・施工分離外

注システムにある、と見なして良いと思われる。わが国の公共土木工事の建設生産システ

ムの現状は、実質的に設計 ・施工分離外注システムのF鎖皆にあるが、民間工事の分野では

更に設計施工システムの採用事例も多く存在する。

設計施工システムは、諸外国では公共工事に採用される動きが出てきた。筆者も既に 1

970年代後半に中近東で、設計施工システムの公共工事に携わった経験がある。しかしわ

が国の公共工事では、未だ設計施工システムは制度化されていない。

一方米国などの先進諸国の民間工事の分野では、更に進んで性能発注システムを採用し

ている事例がある。工場建設の採用が多いところから、ターンキーシステムと称される。

以上に述べた建設生産システムの誕生は、 (図 2・1・1)に示すような順序をたど

ってきている。

この時系列の初期の邸皆は、わが国の歴史的段階に着目したが、本研究の過程で筆者の

インタビューに、 D.W.Halpin教授(PerdueUnlversity)や J.L.Rp凶ds 紺受 (Io~a State 

Uni versi ty)が、米国もほぼ同様の認識にある、と応えた。米国における建設生産システム

建設生産システムの発展邸皆2・1・3
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に位置づけられる。

米国のマネジメント研究では、直営システムから性能発注システムまでを、伝端的なシ

ステム (Traditiona1 Construction Project Deli very Syはmぉ:TPDS)とし、マネジメント

契約システムを別の新しい建設生産システムの舵念として‘対極的な位置に怪いている。

2・1・4 新しい建設生産システムの概念

伝統的な建設生産システムは請負契約システムである。請負契約システムは、契約対象

物の完成を保証する生産システムであり、ワーク契約システムとも表現される。マネジメ

ント契約システムは、請負契約を履行する者(ワーク実施者)をマネジメン卜するシステ

ムであり、マネジメント契約当事者に完成費任はない。伝統的な建設生産システムがワー

ク契約システムだけで建設生留守為的議吉されるのに反し、マネジメント契約システムの

場合は、ワーク鮪句システムとマネジメント契約システムの併用により建設生選者7為が完

結する。これらの両システムには、 (表 2・1・2)に示すような相違がある。

(表 2・1・2) 両システムの描重県

建設生産システム ワーク契約 マネジメント契約

システムの概念 従来の建設生産システム 新しい建設生産システム

システムの特徴 リスクの分担 マネジメントの分担

発注者の目的 ワーク実施者にワークさせること マネジメント実施者にワーク実施

者をマネジメントさせること

契約上の機能 契約対象物の完成保証 発注者補完、ワーク契約代替え

リスクの分担 契約前に分担するリスクを先溜り 受注者にリスクを分担させない

して受発注者間で分担する

過剰リスクの還元 ワーク実施者の分担分は発注者に 全て発注者に還元される

還元されない

コストの確定 ワーク笑施者カヲE約時に先取り リアルタイムなコストの確定

設計直営 ・施工外注システム オーナー型システム

システムの形態管u設計施工分青紗村主システム エージェント型システム

設計施工システム サービス拡張型システム

性能発注システム 最国1良度額{呆誼型システム

次の第2節で、マネジメント契約システムを構築するマネジメントとマネジメント契約

システムの基本的概念を延べ、更にワーク契約システムの基本的概念との対比を行う。
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2-2 マネジメント契約(MC)

2・2・1 マネジメント (M飢 ag田悶ltl

2・2・1・1 マネジメン卜の概念

(1 )マネジメントの基本認識

ドラッガーによれば、Managementは、米国英語に特有なもので、イギリス英語にも翻訳

できなむ嚇胎、(*1)である。しかも米国人の慣用語としては、企業以外の組織体では原則と

して採用していないので、現代でもほとんどの米国人には、Manag印 刷tは企業のマネジメ

ントを意味している(*2)。ドラッガーは、マネジメントの概念からほど遠い存在の例とし

て、予算依存型の宮庁組織を挙げて (*3)いる。その基本的な認識は、 (表 2・2・1) 

に示されるような宇部室がある。

(表 2・2・1) 組織運営の基本認識の相違

営利機関 非営手1臓関

基本概念 Manag剖 ent Administration 

目 的機関自身の柚鎚求 外部の手l随・便益の供与

財務上の志向 収益の増大 予算の消化

陛号や評儲棚の当轄 外部者

(2)マネジメントの定義

マネジメントの本質は、技術でなくて「行うととJすなわち「行為」であり (*4)、マネ

ジメント的な運営が行われる場合に、マネジャーが担当する「仕事Jである。仕事とは、

企業または組織体杭必要とする課題の解決であるい旬、と考えられる。マネジャーの仕事

とは、マネジメント機能を自分の仕事として制作の活動をリードする (*6)ごとである。

マネジメントは;

O人為的 ・目的的に形成されf組織体の構成員が、協働して自的を達成するための手段。

C湘織体の目的達成のために、組織体と諸資源(労働力 ・資機材 ・エネルギー ・金 ・情報

など)との関係を確立させ、構成員が協働して仕事を遂行できる状況を作り出す手段。

O目的を効果的に遂成するために、マネジメントを行うリーダーが、必ずしも自ら手を下

さずに、目的達成のために部下に仕事を崩すさせるうえで、様々な障害を取り除き、問題

を解決し‘部下が協働して遂行する仕事を最適化するように、リードする手段。

と定義される (*7.刷。手段は、仕事または行為と言い換えるととも出来る。

マネジメントとは、人為的目的的に形成された組織体のもとで、自らが手を下さずに、
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織成員が協働して仕事を遂行できる状況を作り、仕事を最適化するようにリードする手段

または行為と要約できる。

(3)マネジメント機能

マネジメント機能は、部下に計画を与える計画機能、諸資源の確保とその効果的な配置

およひ官K下への権限委譲や資倒寸与などの仕事の仕組みを作って活動させる組締撒能、現

実の活動を計画に一致させるために調整統制し、その類舵把握 ・分析 ・評価し、さらに

次の計画へとフィードバッタする統制臓能から成る。これらが--{本的な関係にある (*8.*9)。

(図 2・2・1) マネジメント機能

(4)榔良の移譲

権限の委設は、マネジメン卜機能の最も重要な部分である。米国では組織と本人との契

約によって委譲する権限を規定している。筆者の米国での経験では、上司から部γFに委譲

される櫛良の内容や範囲は、明文化された JobDiscriptionで規定されていた。部作は、

権限内のことは自分のサインですべてを処理した。決断や行動を起こす際に、上司の了解

を求めたり意見を仰ぐことはない。上司もそれを求めない。その代わり‘笥T下は行動や決

断の責任を負う。干樹胡肝の欄1艮を奪う難令違反であり、干渉すれば、上司は笥『下の責

任を被ることになる。日米の権限移譲は(図 2・2・2)のような相違がある。

ー 10-

全榔良

日本の榔長委譲

苛T下 (AとB)に委譲された権限峨剣)

(図 2・2・2) 日米の権限委譲の相違

(4)マネジメントと社会風土

マネジメントは、文化的に条件づけられ、社会的価値観、伝統、習慣に従う。ドラツガ

ーによれば、 1960年代のマネジメント ・ブームは、各国の社会的な伝統を促進させた一面

があるい10)。社会的な伝統に、米国では「献す関係J、駒十|大陸では「重商主義J、日本

では「家、つまり拡大家族=イエやムラ」、英国では「クラブJを挙げている。

日本では、米国からの近代的マネジメントの導入によって経営革新を義見し、経済成長

を果たした結果、企業の成長は日本の企業の経営のあり方に、 「法人資本主義」または

「会社本位主義」と表現される独特のイエ精進の思僚を値え付けた(刈1)、といわれている。

米国では、建設市場における契約上の敵対関係の助長が、マネジメント契約(MC)を誕生さ

せた (*12)、といわれている。日米両国に関する限り、マネジメントがその国の社会的伝統
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を促進させた、との指織は現象カ簿鞠的に合致している点で納得できる。マネジメン卜は、

村会的な伝統や園長性を無視して考えることは出来ないのである。

米国では、マネジメン卜を考える際、インテグレート(統合)カ重要な課題となってい

る。建設プロジェクトにおけるパートナリング、 VE、マネジメント契約等の導入も、そ

の流れの中にある。日本人は、つねに全体の中での自己の位置づけを考える、という国民

性をそなえている(*13)点で、組織のトップが特にマネジャー資質を意識的に発揮しなくて

も、組織守荷或員による高度のマネジメントの潜在能力を備えている、と考えられる。マネ

ジメント恩湾が強まるほど、企業文化は、その国の社会的伝統の影響を強く帯びる、とい

うことである。

2・2・1・2 マネジメント的リード

(1)直樹9・値別的リードとの相違

19世紀的企業や人的程企業体制では、櫛良カt高度に集権化されたトッフ.が、直接的率先

垂範的な支配 ・指揮、あるいは個々の問題ごとに、作業者に直接指令し釘整するというや

りかたでリード(統率)してきた。乙れを、直接的 ・個別的リードと呼ぶ。

t表 2・2・2) 直接的 ・個別的リードとマネジメント的リードの椅途

直強的 ・個別的リード マネジメント的リード

指令機能 直樹守 ・個別的に行使 間接的 ・包括的に行使

調整機能 直接的 ・個別的に行使 間接的 ・包括的に行使

計画機能 なし 活動自擦を設定し、部下に明不

組織帯主青E なし 仕事の仕組みを作り、音符下に明示

統市1)機能 なし 笥T下の仕事の結果を把握 ・分析 ・評価

リーダーの権限 高度に集権化 都下に寄褒

リーダーの行動 陣頭指揮 部T下に活動させる

リーグーの仕事 リーグ ーでも出お仕事を自ら飽 マネジメント機能に専念

リード倒詮進力 リーダー個人の権力 組織構成員が協働して遂行する定欲

笥f下の態度 自分でF燥すリーダーに餓に行動 滋防腐態と仕事~mQ獄鋒〈む

リーダーの 仕事の成果に薗妾反映され 個人的な視野に街路守されない

能力による成果 る

リーダーの 軍隊の指揮官 大企業の経営者

適応事例 現場量管 プロスポーツチームの監督

マネジャーの部T下 建設:fJit;暴の所長

(*15をもtl::械)
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企業規模が大きくなるほど、巨的達成にむけて機成貝による目的的な仕事の協調関係を

作り出して、合理的に秩序だった活動を行うことが出来るようなリードのしかたが必要に

なる。そのためにトップは、組織という仕事の仕組みを作って、樹1良を下部に委譲し 、間

接的にリードするやりかたを、採らざるを得ない。間接的なリードは、直接的・個別的な

リードにくらべて、 トップの意志を的確に伝えてそれに従う行動を採らせにくい。この欠

点を補い、直接的 ・個別的リードよりさらにすぐれた成果を生み出すため、直接的 ・個別

的なリードを工夫 ・改善してマネジメント的リードのしかたが生み出された(*14)‘といわ

れている。

近代的なマネジメントは、榔艮の委譲が象徴するように、組織内の人間関係の対等 ・平

寺性の中で、その真価を発揮するものだから、組織民主化が不可欠である(札針。家父長的

ヒエラルキーによる上意下達型の管理は、近代的マネジメントの感覚からは速いものであ

る。この二つのリードには、 (表 2・2・2)に示されるような相違がある。

(2)階層におけるリードの相違

権限委譲された下位者が自発的意欲的に仕事を行う場合、マネジメント的リードカ勾I能

になる。 ζの場合の人間関係には、マクレガーのY理論(人間性善説の管理) (*17)が当て

はまる。一方、下位者に櫛艮委譲がなく、個人が工芸没(人印の単位の労働力と見なされ

る場合に、直接的 ・個別的リードしか出来ない。この場合は、マクレガーのX理J脊(人間

性悪説の管理) (本17)が前提になる。この考え方は‘欧米の伝統的な労働者観 (8本でも

1960年代前半までは同様な労働者観があった)である。職場の人間関係をY理論にあると

見なされる場合に、マネジメント的リードが可能になる、と考えられる。

(錦動?7lth・ー鮪腕)

口 上位のマネジャー(経営者など)

(y理論) T マネジメント的リード

ロ マネジャー

(y理論) ↑ マネジメント的リード

口 …ーの軒(概恥

(X理論) 1 直接的 ・個別的リード

口 職人、工員、イ欄など

(図 2・2・3) 階層におけるリードの十回童
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2・2・1・3 プロジェクトマネジメント

マネジメン卜が行われる組織体には、機能部門別組織とプロジェクト組織がある。

建設工事は、原目IJとしてプロジェクト組織によって遂行され、建設マネジメン卜は.プ

ロジェクトマネジメントであることが特徴である。プロジェクトマネジメントでは、リー

ダーが必吾妻と判断した業務を、既成のf邸訟の枠組みや規定などにとらわれずに、実行でき

ること市対呆証される。建設工事のリーダーには、プロジェクトマネジメントに対する的舷

な認識が次かせない。プロジェクトマネジメントの特徴と通常の機書留伊明リマネジメント

は、 (表 2・2・3)に示すように対比される。

(表 2・2・3) プロジェクトマネジメン卜と機能部門別マネジメントの比較

プロジェクトマネジメント 機能淘T甥IJマネジメント

階級的序列 横あるいは斜めの関係 上下の開系

人間関係 同僚 ・仲間同士の横の関係 上役 ・笥「下の縦関係が厳重要

ラインの役割 機能部門のラインは支援組織 命令系統と責任を持つ

目的の達成 いくつかの機古田伊哨畿の共同f喋 企業全体の目的の追求

目的の統合度 各部門組織の境界を越える単一目的 複数の活動の統合

権 限 企業経営者から分割された樹浪 ラインに対し分割された椙1良

資 任 与えられた権F艮以上に重い責任の可能性 フインに対し権限に応じた責任

1;シ'j.ントリーダー プロジェクトマネジャー 1jこ長、ゼネラルマネジャー

永 続 度 終わりがある 更に強力な存在を目指す

(*18， *l9t抑制

2・2・1・4 建設マネジメントと Cons廿uctionManag伺剛t

建設マネジメントは、文字の通り忠実に定義づけると、建設段階におけるマネジメント、

あるいは建設を目的とするマネジメントである。

このマネジメントを日本の概念と位置づりると、建設に関する企画、設計、見積、調達、

施工、管理、樹寺に必要なマネジメントと定義する (*20)ことが出来る。これは、建設段階

におけるマネジメントである。先に述べたように建設工事では原則としてプロジェクト組

織が採用されるから、建設マネジメントとは、実質的に建設プロジェクトマネジメントで

ある。

建設という語に関連して、建設のほかに、工事、施工という語が慣用的に使われる。こ

の中で建設が意味する範囲が最も広く、施工が最もせまい。例えば、建設には龍十の概念

を含めてもよいが、工事と設計とは対等である。Consなuctionは建設と訳されるが、筆者

が米国の職場で同僚の米国人から得た感触では、工事の意味に近いように思われる。その
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場合の、DesignはConstructionと同列の概念である、と考える。その概念のもとでは、

Const四 ction~加ag剖ent とは‘Construction Phase (工事段階)におけるマネジメント、

あるいはConstruction(工事)を目的とするマネジメン卜である。

(表 2・2・4) 公共事業の建設マネジメント

行為者

領域 目的 マネジメントの対象 発注者 受注者

行政 担会基盤の盤備 課題の計画(総飯蹴ど) 。 X 

期在の計画(諮，拍子事など) 。 × 

設計 。 。

産業 市場にぢける経済活動 調達(il草案苦境鷲) 。 。

工事 。 。

管理(翻‘紛僻) 。 X 

。必ず行う行為 O行うことがある行為 ×行うことが少ない行為

ωns廿uction.M釦ag四 entの対象と考えられる範囲

建設マネジメントとConstructionぬnag.佃町tとの聞には、上記に表示するような慨念

の抱違が常識的に存在している、と考えられる。

馬場は、米国のConstructlonぬnag冊目tの概念に、 3種類(*21)を挙げている。

l番目は、実際に建設工事を遂行するためのマネジメントである。上記の建設プロジェ

クトマネジメントと同じ意味の概念で、ConstructionProject Manag四 entである。

2番目は、米国の管理欝毛契約(Construction.Manag.自 問tContz:act)の制度である。本

論文ではマネジメント契約(MC)システムと表現している。

3番目は、米国の学会活動や大学の教科で確立された工学の一司LすなわちCons七ructi

on Manag白nentTheoryとしての学術的領域である。

本論文は、上記の中の2番目 :Construction Managanent Contractを主題としている。

2・2・2 マネジメン卜契約

2・2・2・1 契約(Contract)

(1)契約(Contract)の定義

契約を指す英語の Contractとは、

iThe Writ七enAgreement Excωuted betw舵 nAn Oll'ner (略)加dIhe Successfu1 Bidde 

r，Covぽ ingThe P巴rformanceof The Work (略)j 
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何かを他人に行わさせなければならない、という契約責任である。

マネジメント的リード

(マネジメント契約関係)

マネジメント的リード

(マネジメント鮪句州象とする行為)

マネジメント契約には、請負契約のように、契約を補則する図面や仕様書が存在しない。

契約紛争品性じた場合に担保すべき有形の対象物がないので、契約目的を遂成するために‘

「誰に、何を、させて、自らの役割は何かJの明確な規定が必要となる。伐業実施者とは、

単純労働や請負工事の作業に従事する階層の人を指す。

作業実施者(WCr)のチーフ(現場f寝入、世話役など)

薗 鮒 ・個別的リード

マネジメント契約の位置

マネジメント実施者(舵r)

職人、工員、作業員など

発注者

2・2・4)

一口
↓」↓
口
)(図

と定義(Webster・sThird)される。仕事の履行を扱っている発注者と樹喋者との書面によ

る取り決め、と訳される。契約はまず第ーに、 「書いたものJに拠ることが要件である。

建設契約の本のContractの定義には、

fA Coniract Is An Agreement.Usually Between Two Parties.That Is Enforcable by L 

aw.Most Conslructlon Agreements紅 eDr百wnup Between Two Parties for Their ~rut凶

1 BenefitJ 

とある (*22)。

契約は、通常2者間の法的に強制力がある取り決めである。殆どの工事契約書は双方の

相互利益のために2者の問で作成されている、と訳すことが出来る。

契約には、必緯的な強情IltJがある。法律に抵触する契約は効力がないが、法律的に妥当

である契約に違反した当事者は、契約で決められた責任を取らなければならない。責任を

逃れようとすると、法的な制裁を受ける。そのような約束事が、契約(Con廿act)である。

(2)合意書(Agr閣時nt)

Contractと同議苦にAgreementがある。 AgreemenUこは、

fA Legally Enforωble Promise or Promises between Two or among Several Persons: 

On A Construction Project. The Do∞ment Stating The Essential Terms口fThe Constr 

uction ContractJ 

とある(ConstructionDictionary)。複数の関係者間の法的強制力を伴う約束(ここまでは、

Contractと同じ)で、建設プロジェクトでは、建設契約の必頁剣牛を明示した「書類」

と訳される。

Con回 ctAgreementとは、契約条件の内容を記述した合意書、F.rnploymentAgre鵬 nt

とは、蔵用条件の内容を記述した合意書のことである。

2・2・2・3 マネジメント契約(MC)と同類の概念(ConstructionManagement (ω)など)

( 1) Construction Manag<側巴nt(CM)

Constructionぬnagement(倒)は、連要ト魂鯛達庁(GSA)カ犠用するマネジメント難句シ

ステムに名付げられた名称である。 GSAは設計邸皆のマネジメントを主な対象にしている。

現在米国では、マネジメント契約システムの普通名称として定着し、日本でもとの名称、が

慣用されている。

( 2) Professional Construction Man刑制(問)

Professional co凶 truction地nagement(P側)は、米国土オ存会(ASCE)桁童話・の工事のマ

ネジメントの概念、と区別した(*23)名称である。この場合のProfessionalとは、専門的な

織業(ビジネス)の概念である。マネジメントを行って報酬を得ることで、 Amateurと対

比の概念である。爾来、学会の論文などはこの名称を使うこと (*24.*25)が多い。マネジメ

ント契約システムの全域を指す。連邦一般該陸庁(酬の Constructio日脚ag聞 nt(CM)シ

ステムは、そのー音Hに属する。

2・2・2・2 マネジメント契約

マネジメント契約(MC)とは、.atに明らかにしたマネジメントの定義の表現を使えば、

i (他人に)行わせるように行うことJつまり「行為Jを提供する者とその提供を受ける

者との間で締結される契約である。 i行為Jを契約的に約束し、その約束は法的拘束力が

ある。 i行為Jとは、 「人々を活動させるとと、マネジメント機能に専念することJであ

り、 「組織構成員が協働して仕事を遂行できる状況を作り出し、自らが必ずしも直接手を

下さずに仕事を最盛化するようにリードすること」を指す。

マネジメントの「行うことJが、製造業のように品物を製造して納入すること、建設業

のように楠筆物を建設して引き渡すこと、のような行為と異なる点は、行為の究極的な目

的(マネジメント自体の目標とは異なる)である完成責任や結果責任は、マネジメント的

リードを行う者ではなくマネジメント的リードを受ける者、すなわち(図 2・2・4)

に示す作業実施者のチーフが負う。マネジメントの「行為Jを拘束する契約的な意味は、
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(3) Program胤nagement(PM) 

Progr訓地nag側 nt(附は、主として総合エンジニアリング会社が民色町燥を相手に行

っているマネジメント契約システムに名付けられた名物:である。米国の経営者逮は、Proj

ectよりも大きい概念にProgr剖 1を使う。Construction伽 lag，側巴ntは、→菌のPro，jec

t地n3g鵬ntを対象とするが、Progr訓Manag叩 ltは、大規模な特に複数のプロジェクト

を包含した対象を、同時にマネジメン卜する際に採用される名称、である。

(4 )英国型のマネジメント契約(舵)

英国型のマネジメント契約(則とは、英国で使われているシステムを指すが、持命文が

扱うマネジメント鱒句(舵)の中作部である。英国では調者の立場が米国よりも独立色

が強い、といわれ、実施方法には、米国と異なった特徴がい26)がある。

2・2・3 ワーク契約(j町)

2・2・3・1 二つの契約概念

マネジメント契約は、期句の一種であるが、契約を意味する諾否の Con七ractには、一

般の難句のほかに、請負契約の意味がある。請負契約とは、完成責任を義務づりた履行契

約で、通常は請負工湾契約のことである。建設分野の Conむョctとは、常識的には諮負工

事契約を認識する。従来の建設生産システムでは、請負契約以外の契約の認識は不要だっ

たが、新しいマネジメント契約システムが誕生すると、新18のContractの混同を避ける

必要が出てきた。本論文では、新しい契約般会、を、Managen馴 tContract (MC) :マネジメン

ト契約と表現する時、従来の請負難句の概念を iWorkContract (WC) :ワーク契約(WC)Jと

表現する。ワーク知畑、狭義には工事のみ、広義には設計 ・視l屋 ・調査等をも含む。

2・2・3・2 ワーク (Work)

Workは、仕事、エ京、勉強などの訳があるが、本論文では、以下の定義を採用する。

Workは rSustainedPhysical町 MentalEffort Valuωas It Overcαnes Obstacles 

加 dAchives An Objective or Re釦 ltJであり (Webster・sThird) (*27)、Workは障害物を

克服し目的や結果に到達するととで評価される、色々な労苦に耐えた有形(物理的な)無

形(精神的な)の努力、と訳される。すなわち、 Workとは、努力(Effort)という行為で、は

あるが、 「包的を達成し結果を出す」ごとにより価値が出る行為である。目的を達成せず

結果を出せないことは、 Workとして価値がないのである。

2・2・3・3 ワーク契3約(WC)

ワーク契約(WC)とは、 rWorkJを対象とする契約、すなわち rWorkJを提供する者とそ

の提供を受ける者との間で締結される契約である。 rWorkJを法的に拘束する契約の意味
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は、必ずしも途中の努力の結創立問われず、契約で約束した「目的を達成し結果を出す」

こと、にある。完成責任を全うできない結果責任の前には、その他の契約義務崩子の評価

はまったくの無刀となる。つまりワーク鶏勾とは「完成を約束しその成果を譲渡するj契

約である。ワーク賭句の紙念は、日本で完成責任を負う契約である請負契約の期制こ合致

するが、完成責任を伴う契約は工事契約ばかりではない。請負工事のほかに、品物納入、

設計、土質の調査や試験、測量など、完成させる知情任があり、その成果を発注者に引

き渡す鱒犠識がある難句もワーク契約の対象、と考えることができる。
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第3登米国におけるマネジメント契約(郎)システム

3-1 建設市場の構造と建設生産システムの変遷

3・1・1 米国の国畏断減の歴史的背景と建設市場の特性形成への景怨

3・1・1・1 国民性の形成要因

米国の建設分野の熔造や制度、その運用や歴史的背震を学びとるには、米国の文化を形

成した国民性を理解することが必要である。米国の園長性の形成過程を詳細に論ずること

は本論文の範囲を超えるが、既往の研究は、以下のように整理される。

米国の国民性の形成に影響を与えた要因には、権民地建設とピューリタニズム、西部開

拓とフロンティア精神、独立革命と民主主義、多聞英国家と多様な価値観の許容、資本主

義と営利主義および合理主義などが挙げられるい1.*2)。

( 1 )植民地建設とピューリタニズム

僧尉也建設と国家倉IJ生の中心となった英国からの清教徒(ピューリタン)遠の宗教的教

義がビューリタニズム (*3)である。その基本理念は、英国本土で‘果たし得なかった思想社

会の実現に向けた理想主義、禁欲主義である。ピューリタニズムは、東北部の植民地から

中西部から太平洋岸にいたる全米に激っていったヤンキーと呼ばれる出身者たちが、普及

させた。その結果、ビューリタニズムは‘米国独自の文化的価値観として米国民の精神形

成に大きな華婚を与えることになった (*1)。自立心、公共への義務感、勤勉な生活態度等

のヤンキ一気質とされる特性は、ビューリタニズムからの量摺であると言われている。ピ

ェーリタニズムは、単なる宗教的教義に留まらないで、米国民の精神的な世界観、思想主

義的な人生観、民主主義的政治哲学となった。現代米国の政治思想である革新主義(町、口紅

白sive) や哲学思想である実用主義(Pra~tism) も、ビューリタニズムにまで遡ることが出

来ると言われており、米国の資本主義社会の合理主義の精神にも景建を及ぼしている。ビ

ューリタニズムは、時代の変化とともに様々な形で、現在に至るまで、米国民の意識に受

け継がれて生き続けてきた(*4)、と考えられている。

(2)西部開拓とフロンティア精神

植ID也化』こ続く西部開拓は、米国の歴史そのものである。フロンティアとは、元来は辺

墳を意味する言葉だが、米国民にとっては、西に向かつて移動する樹石地埼玉自然と薗する、

最制強の文明が未開と接する辺境白(*5)を指す。フロンティア精神は、米国民のこの歴史

的経験を背最として酒養されてきた最も米国的な精神の特質(*6)であり、フロンティア経

験は、米国独自の存在であると見なされる。フロンティアは、米国化を最も効果的に行っ

た場所であり、そこで最も米国的な精神的特質が生まれたと考えられる。

封建制度などの束縛がないフロンティアにおいて形成される社会は、独立色が滋厚な個
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人主義を特徴とし民主的で平等であるが、その反面で、多くの先住民族を排除し、膨大な

自然破壊のすえに形成された白人中1l..4:土会であった、と認拠れるようになった。個人主

義が成立する社会とは、個人の存在が尊重され、個人の能力が通じる社会を意味し、個人

単位の自由競争が機能している社会のことである。しかし、米国社会の個人主義と能力主

義の発展は、その一方では社会的車賭であった有色人穏や後続移民たちの樹生や搾取によ

って支えられてきた負の歴史を合わせ持っている。

(3)独立革命と民主主義

米国の独立革命には、二つの悩各が認められる。それは、本国の統治から絶縁した政治

的独立と、欧州の旧体制と絶縁して近代的な市民社会と共和主義国家を築いた社会的革命

である。独立後の米国が、単一宝庫でなく複数国家の連合体という形態を採用(本7)した背

景には、独立以前の英国の中央集権的統治政策に対する反発、英富本土から移績された封

建的制度の形骸化、各植民地が独立色を車釘寺して国家建設に参加した事実がある。

1887年に起草された連封積法によって合衆国は、中央iF'.iR守と列・融府との二重構造の遂邦

帝I肢を採用した。州政府は、中央政府に先行し、独自の憲法と広範な管轄と権限を有し‘

伝統的にi野日政府の榔良は制限されている。国家機能瑚伏されるにつれて州政府の地位

は相対的に低下するが、今日でもなお米国民には、強力な中央政府への不信と地方自治へ

の強い執着があり、独立以前に宕l即された機関、例えば古い大学の教授などは、逮手臓府

の介入や干渉に対して新参者という態度をあらわにして、統悪感を示す(柑)という。

合衆屋商法の特質は、人民の主穫を前提とし、政府とは主権者である人民から一定の権

限を付与された存在であるとの共和制 ・民主制の考え方を採用しているごとにある。権力

の集中は人民の自由にとって卸会て合る、との考えから権力分散の形態の採用となり、連

邦制と三権分立の制度の維持(*9)につながっていると考えられている。

(4)多民族富家と多様な価値観の許容

米国は多民族国家である。独立直後の僅か 400万人に過ぎなかった人口が、 200年後の

王粧では 2億 3千万人となって、 57.5倍の驚巽的な増加を示す。その増加の主因は、欧

州やアジアからの移民とアフリカからの虫鷲お更による。常に激増し続ける人口は、米包の

国家的活力の源泉となり、巨大な経済成長を可能にする推進カになった。

その一方、不特定多数との人間関係を強いる緊張関係、閉j真社会の形成を不可能にする

開放性、伝統的な束縛からの自由をもたらしている。日常接触する周囲の人閣の価値観は

多様であり、自分と価{酷Eの異なる人間とのコミュニケーシヨンをはかろうとする態度と

方法が工夫される。多様な価{酷買の存在を許容せざるを得ない社会では、人々の価値観に

超越する共通の価僻fj断の理論枇要件10)になる。あらゆる人間に適用する理論とは、万

民に容易な説得力を持つ単純にして明快な性質でなければならない。

明確なルールの設定と遵守の精神カ主要求される法餅土会、契紺士会と言われる米国社会

は、 ζのような歴史的背景をもとに築かれた、と考えられる。米国人は、自分たちが持つ
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ている佃酢11断の麗創立世界中どこの国民や民族の誰にでも理解され受け入れられるはず

と確信して、価値観の異なる人々との対話を避けようとせず、むしろ積極的に自分たちの

価値観のよ依を用意して、その中でコミュニケーションをはかろうとする。このような態

度が、国際的には独善的とのそしりを受ける場合もある。

(5)資本主義と営利主義および合理主義

資本主遂という言葉は、国家における経済体制の特徴を言い表す言葉であり、米国の経

済は資本主義の経済と呼ばれる。資本主義的活動を特徴付ける企類活動は、営利を求めて

機会を求める一方で、経営を合理的に組織する、ということで営利主義と合理主義にある。

営利主義とは、利潤の追求と鮪専のためにあらゆる可青日生を利用する態度であり、積極

的かつ攻掛守な性向を有する。利潤を生み出せない資本は、実質的な意味を失う。

合理主義とは、特定の目的の実1見のために諸々の手段を最も効率的に選択し利用する態

度であり、理性的かっ禁欲的な性向を有する。

利潤の追求という目的を無限に追求していくためには、効率的な経営を継続的に行い、

掛済的合理主義の貫徹杭主要になる(本11)。

3・1・1・2 建設市場の特性とその形成に及ぼす国民性の影響

(1 )ビューリタニズムと精神主義

ピューリタニズムにうらづけられる精神主義は、公共への義務~という形で、個人の行

部見範ばかりではなく、制度やその運用の精神的基盤に認めることが出来る。

建設の世界では、最低札の尊重、価格誘導の禁止、キックパック禁止、などのいわゆる

倫理三原則の遵守地報能しているとと、公官庁の情報公開の努力、入札制度の透明性、弱

者救済措置の期すなどに、認めるごとが出来る。

自浄力の強い国間生として評価することが出来る反面、独善的な傾向を生じる。自己本

意の判断尺度の倫理道徳的な観者、に立って他国民を批判しがちな態度を指摘(*12)出来る。

米国の理想主義に見られる独善主義は、最丘では日米貿易摩擦や織室協議、湾岸戦争など

における彼らの価値観に基礎をおいた理論の押しつけに見いだされる。

米国では、自由な企業活動を伝統とする一方で、公共への義務感の発露として公共の福

祉と社会全体を保護するごとが、名分として成立する結果、営業の自由を制限することに

謝辱カを与え、甘受される(*13)ことがある。公共工事を対象とする建設企業の設虫午可登

録制度の制定と運用は、その一例である。米国では通常の法人企指吉動に、このような制

限措置の制度は存在しなむ」

その反商、民間活動に公共の利益に添うと認められるならば、公共機関均嘘助を惜しま

ないという事例もある。民間事業の鉄道建設や運河開削の建設技祢渚不足を、政府機関の

崩持者で補うことを可能にした 1824年の国土調査法の脳1'(*14)はその一例である。この

法的処置によって、元来は民間事業であった運河開削や鉄道建設等が達手阪府の技術者の
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カに預かる遂を拓いた(*15)と言われている。

(2)フロンティア精神と能力主義

個人主義を尊重し能力主義を機能させている米国社会は、個人の存在均噂重され、個人

の能力カヨ盈じる社会を意味し、個人単位の自由競争が機能している社会である。意志を有

する全ての者に、競争に参加する機会を均等に与えることを約束している。自由競争が行

われる市場のJいーjレは、参加者全員に理解され斜刊辱されるものでなければならない。その

ルールは公開されて透明性を有することになる。閉鎖的な慣行地排除される所以である。

自由主義的な競争原理にもとづく実力主義と平等主義的な機会均等の原理は、米国社会に

封重した特性である。公共工事の建設市場で調透制度城静入札を原則のルールとし、ル

ールの内容や運用に透明性を持たせているのは、このような精神にもとづくからである。

個人主義を尊重し能力主義を機能させている米国社会は、個人の専門性の権威と権能を

尊重する社会でもあり、ぜ術者を始めとする専F'稼の地位が縫立している。建設界では‘

州毎にProfessionalEngin関r(技術士)、Arahitect瞳築士)、LicencedContractor (公認

建設業者)等の資格制度地準備されている。有資格者に付与された権利糾呆護されて、占

独的に機能している事実は、この社会的風土の中で培われた結果と考えられる。

(3)民主主義と分権 ・民活

植民者は、自分たちの植民地の自治組織として自治政府を作った。独立革命の成功によ

って植民地の自治政府が連邦政府を創設した。この歴史自情宅建は、米国民の納税者意識に

大きな影響を与えた制度と運用を産み出している。米国的な民主主義の特徴として、地方

分権的な命l鹿と運用が挙げられるであろう。その具体的な事例として、米国のj邸酬明こ

は、建設行政所管の官庁は存在しない、という主主設行政のあり方がある。建設産業は、他

産業と同様に商務省所管である (*16)0 

地方の州政府は、独自の建設業の許可登録制度、入中国糊リ度、資格審査制度、専門資

格制度等を制定して運用しており、建設市場の成熟度、歴史的な背景、施政的な条件を考

慮した各地方独自の姿勢(*17)が見られる。国家的色彩の強い限られたプロジェク卜‘例え

ば軍事、宇宙開発、広域の環境保全などを除き、ほとんどの公共工王事葬均がf

機関によつて執行され、連予li政府は、予算の補助を行う役割を負うにすぎない。

米置で公的な集穫を排除しようとする伝統は、行政の市場介入を制限しようとする原則

にも現れている。この原則は建設市場でも生きている。入利業者を指名する制度は、発注

掛宮司が忍種的に介入出来る余地があるとして、公共工事で採用されること地沙ない。業者

の資格を審査し保証能力を確認して、不適格業者を排除できれば自由競争に委ねてしまう

入札運用制度の採用が多い。

とうした風潮は、民問機関による公共施設の建設の伝統にも見ることが出来る。植尉也

建設時代以来、国家創設期に建設された重要な公共施設、例えば内陸運河、僑梁、全ての

鉄道の多くが、民間機関の企画によって建設されてきた歴史的事実がある。民間の活動を
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優先し、公共性を認めると援助や支援を惜しまないのが、当時の公共機関の姿勢である。

(4) þj_~事国家と ì.M律 ・ 契車り社会

米国が、纏めて短期間に移民によって巨大になった多聞娼家であるがゆえに、価値観

の異なる不特定多数との人間関係に適用する価値事断のルールが必要になった。そのルー

ルが設定された社会が、法律社会、契主力社会と呼ばれる米国独特の社会概きである。

法律社会，契事ワ社会では、ルール違反は責任を追及されて処罰されるが、ルールで禁止

ぎれていないことは何をやっても檎わない、途法でなければ何をやっても許される、契約

に定めがないことはー匂彦ヨラしない、規定jλ上の仕事や過剰サービスは行わない、という

常識がまかり通るようになる。法律や契約の規定の文言を常に意識したl順法精神の徹底は、

米国社会の特徴とされるが、建て前を全面に押し出したプティ ・ジャスティス(小さな正

義)が氾滋するなどの指摘(*18)がある。

建設工事では、締切こ規定された義務の遂行、仕様に定められた品質や機能を満たすこ

とが重要視される。しかし、規定が触れていない多議自や仕上げの精織さは等関にされる、

という態度にあらわれる。

契約絶対の思想を支えに、サービス業務の義務や責任の範囲を厳格に規定すれば、マネ

ジメント業務に対価を与えることが可能となり、ビジネスとして実用化することが出来る

ようになる。ソフト筏術の有償化は、厳格な契約重視によって、可能になると考える。

(5)合理主義・営不l庄義と短期的視点の商償行

営利主義に裏付りられた合理主義は、短めてドライな荷慨すを作り出す。米国企業に共

通する営業姿勢は、短期的・短絡的な視点に立って、具体的な取引による利益を対象とし

た行動で示される。米国の建設市場や生産現場では、以下のような、日本で常識とされる

伝統的な慣行や常識は、ほとんど省みられることがない。

①発注者の立場の優先的尊重

②長期自噛業志向にもとついた願留守策

③目先の利益射針金にしてでも将来の利益を優先させた嘗業姿勢

④利潤を掛金にしてでも売上高を伸ばそうとする経営思湾

。月示されなむ喋務を無償で果たそうとする受注側の奉仕の精神

⑥奉仕の糊桝こ応える発注者の態度

を漢綴と信用が録も重要視される業者決定の尺度

@濯自の虫凶可を問わず義務づげる納期厳守の精神

このようなギャップは、わが国の企業が国際市場に参加した場合に、直撃されるカルチ

ャー・ショックの大きな原因になってきた。

米国の企業や経営者逮の間に序々にではあるが、わが国の社会や企業の伝統的な↑E討すや

考え方に理解や封~が士勧日しつつある (*19 . *20. *21)が、わが国の企業の長年の努力が国際

的に次第に評価されてきたもので、国際化方沼Hち欧米化と捉える認識に代わる新しい認識
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を植え付けつつあると患のれる。

3・1・2 米国の鐙設生産システムの歴史的過程

3・1・2・1 直営システムの時代

入樹也経営時代の共同体的な社会意IJ度のもと、あるいは企業体畿圏(プランテーション)

の自給自足的運営のもとでは、経営者や企業者自身が、配下の住民又は組織の所属貝たち

を動員するか、直接労務者を履い、自ら資機材を=鵡愛して工事を行う、いわゆる直営シス

テム(TheForce-Account Metbod. Day-Labor Metbod)と呼ばれる方法によって、様々な建設

行為が行われていた、と考えられる。

之の直営システムは、産業革命以前の段階や資本主義官|肢が未成熱で建設事業の需要が

少ない時代に採用される、最も初歩的な建設生産システムである。直営システムは事業者

自らが、ぜ術者をOJTや徒弟帝1肢によって訓練し、労働者を雇用し、資材を調達・製造

する形態である。直営システムは、生産性や経済!生比較の結集として採用されたシステム

ではなく、供給源がないために、やむを得ずにi敵されたシステムである。従って.鐙設

事業の需要が増え、技術者、労働力、資材、建設機憾などの市場が後能するようになると、

直営システムは、主流の方法ではなくなっていく。事業者がt寺っていた諸機能は、次第に

外部化されるようになり、事業者は建設市場で、発注者の立場になる。

ただし特殊な条件や目的のために、例外的に採用されるととがある。その後の米国では、

国防省が1904年から開始して1914年に開通させたパナマ通可開再lj工事(*22.*23. *24)や、 T

V A (Tennessee Valley Authority)地主現在に至るも続行しているテネシー渓谷開発事業収

25)などに、直営システムの採用事例がある。

3・1・2・2 職人の誕生

との時代の樋民地には、:y教ながら手工業を本業にする人々、いわゆる専門の殺人が存

在した。彼らに諜せられたのは、農民地桁う技官E以上の専門性の発俸よりも、なんでも屋

としての技能発揮であった。たとえば、大工は劉寸から家屋の建築家具やその他の木製

品の製作まで、需要があればそれに応じるのが当然とされていた。

植民地では、プランテーションの外に住む農民が、次第に多くなった。彼らは、本国か

らの入植者や、プランテーションの奉公人から独立した人々だった。植民地の人口増加に

つれて、般人の仕事への社会的需要が増大し、町や集落に専門職人が増えてきた。

植民1齢土会の核になった町では、教会、役所、公会堂、学校、酒場、商底、宿屋など地

j或住民が集まる施設の建設工事に従事する大工などの職人への需要が出てきた。建設工事

を実施するとなると、大工、石工、煉瓦工、左官、土工、塗装工などが一緒にはたらし

この総創乍業を紺吉する親方と親方の指示を受けて働く職人や徒弟の階層分化が始まる。

しかしその当時、仕事量は季節や自によって変動がはげしかった。年間を通しての実入り
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は良くはない。したがって、平均的な親方一人が抱えられる殺人は、とうてい二人とはな

らず、徒弟もその程度にとどまった(出)、という。そういう経獣見模の親方たちが、建物

の建築などの工事が出てくると、戦人や徒弟をつれて集まって協業をした。ギルドや業界

団体地主毒性する機運が出てくる。

3・1・2・3 業者団体の誕生

建設分野で、同業者団体が出来たもっとも早い時期の記録として残っているのは‘ 1724

年に結成されたフィラデルフィアの CarpantersCompany (大工組合)である (*27)。そ

の当時、都市のトップ争いのしのぎを削っていたのは、ニューヨークとフィラデルフィア

だった。ニューヨークは商人の町としての樹告を持ち、フィラデルフィアは米国随一の職

人の町としての名声をかちえていた。腕に自身のある職人、腕を磨きたいと願う職人の卵

は、フィラデルフィアを目指した。技能の水準が高かったと同時に、手工業的な技能を尊

敬する社会の気風が強く、職人が自信を持っていたという点で、当時のフィラデルフィア

はニューヨークを凌いでいた。そのような気風が背景にあって、フィラデ/レフィアに米国

で最初の職人の団体均誕生した、と考えられている。

この組合は、大工の親方たちが集まって、職人や雇い人の報酬の統ーを封良に結成され

たのであるが、その後、工事費の基準を設けたり、発注者との折衝窓口の機能を僚えたり

して、活動をひろげ組織を拡大していった。 1774年 9月 5白、米国独立に向けて催され

た第1回の大陸会議の会場に選ばれたのが、この組合の本部(Carpenters'Ha11)であり、

今も同市の独茸芭念公閣に保存されている。現在の米国総合建設業者協ム(TheAssociate 

d Genera1 Contractors of Ameriω:AGC)のフィラデルフィア支部は、この組合が起源であ

り(*28)、 AGCの歴史はこの Carpenters伽 npanyに遡ることが出来る。

3・1・2・4 請負契約の出現

18世紀の始めに、農地開発、農道や住宅建設を中心とする建設工事は、重要な事業の一

つになっていた。建設工事の施工が企菊活動の形態をとるには、工覇鵠契約(Construct

ion Contract)という商習慣の普及(*29)が必婆である。

請負難。の採用の史実(*30)が、tWH大陸では、 18世紀のルイ 14世治下のフランスに

見られる。それは、ダンケルク ・ドックの水門工事で採用された託甥である。当時はフラ

ンス革命前であったので、請負者の債務と責任について跡見定は極めて厳格である。例え

ば、請負者のZ事日誌、会計帳簿、決算の作成報告義務、仕様材料の産地や品質など当時

の支配的な思想を特色づけているという。発注者の眼鏡に適わないだらしのない工事を行

えば、 E背負者は金銭的な責任を負って罰金地帯せられ、個々の惜頴は刑法的責任を追及

され、明訟に入れられなげればならなかったと言われる。

1750年 NewYork州の伝B暗 eに始まる運河建設(*31)は、米国の国家倉l住期における

建設事業の幕開けとなる大事業である。この建設事業は、内陸輸送によって利益を受げる

事業者が逝司会社を設立して建設と運用を行っている。後の初め悶大統領となる Gωrg
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e Washingtonは、当時の運河会社に所属するi別電技師として、多くの活可開削計画に参画

作22)している。 NewYork州は当時閣の内陸運河縞の中心にあり、公共事業局(De阿tm

ent of Public Works)は 1817年から 1825年までの期間にErie、Champ1ain、Dswego、

白刊ga-Senecaの4大活可を始め、延長526マイルの運河開削(*32)を所管(Principaldut 

y to supervise)している (*33)。これらの廷?設生産システムの実体はつまびらかではない

が、多くは運河会社の直営か、諮負師と呼ばれる労務者(ωsIT10nWorkers)の提供業者(同b

orers Suppli er)との労務請負契約によると推察される。

労務・材料 ・機械込みの請負期引米国では、この段階で建設会社が総合的なプロジェ

クト ・マネジメント能力を発揮できる形態を Genera1Contracting (G/C) Projec七Deliv

ery Syst酬と呼ぶ)が定着するようになるのは、鉱工業時縫して工業艶EEの大量生産

(地teria1sExplosion)が彰l道に乗り、建設資材の誠童が支障なく行われるようになってか

らのことである (*34)と言われている。つまり、建設資材の市場が成立するまでは、材料供

給を含む請負契約は不可能なのである。

3・1・2・5 競争入札の始まり

現代の米国の建設契約の主流は、競争入札(TheCompetitive Bidding)による最低入札価

格提示業者(Low笛 tBidd巴r)に落札する (Award)方式である。

民間事業の歴史か古い米国では、公共事業に先立つて競争入札の酎賃習志擁立してL、た。

起債して資本を募って事業会社を設立した事業者は、掛刀に事業に必要桁塞i可、桟橋、鉄

道、橋梁等の施設の建設工事を採用していた。

当時の米国では、内陸話通の主役は、遥;可による水速から道路および鉄道に倦移した時

期であった。当初の運河建設事業の中心は民間の濫可封土であった。そして‘ NewYork 州

政府など公共機関に引き継がれた。公共事業では、 NewYork州政府が 1847年より笑用を

始め、 1898年に公共道路と橋梁工事の制度に取り入れたのが、制度化の震初(*35)とされ

ている。道路や橋梁工事は公共機関の手で行われるようになった。競争入札の採用は、当

時の米国のあ童施設の建設事業者の主役が、民間から公共機関に移りつつあった開拐に相

当する。

当時、この競争入札の概念、の基本的な考え方は、最低入札者方式(TheLowest Biddぽ S

Y坑回)が官吏透による冗費の支出、汚職、その他の違法な行為から公共の手i監を護ること

であった。この競争入札が備える当初の要件は、競争入札による最低価格で公共工事を実

施することが、米国が伝統とする自由な事指舌動の制度(加町ica'sFree Enterprise SyS 

t倒)のもとにあって、完全に公共の手I溢になること桝呆証される、というものであった。

その後、当初の概念に、信頼できる入札者(R偲 ponsibleBidder)、公共の利益(Public

Interest)の表現、事前資格審査の合格業者(Prequalifi凶 Bidder)リストの追加など、い

くつかの修正が行われたが、 19世紀当時の基本概念は損なわれないまま現在に至っている。

3・1・2・6 土木樹踏の育成
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米国の国家創生期の技椋渚たちは、専門教育機関が出現するまでの問、間刊留学か験場

の徒弟制度によって養成され、建設事業の指導自喰 劉を果たしていた。街路は、 1850年

当時僅か 512人(*36)で、 社会的1創立は非常に高かった(*37)といわれている。

米国均ま独立を果たすとともに、 100+倣存からの脱却をこころざして、自立力の育成を考

えるが、連邦政府は直接には有効な育成策を実行できなかった。そのかわりに州政府が、

卸十|レベルの振興策を採った。連到政府は、むしろ沿岸 ・内陸のI断完周査や道路建設など、

いわゆる事業基盤を整備して、国民の企業軍w:を喚起し支援する側にまわっていたと言え

る。つまるところ具体的な取り組みに、i重要!敬府料忌母性を発揮できなかったと乙ろが、

その後の国家運営に大きく投影しており、今なお米国の特徴になっている、と思われる。

この時代の米国の土木樹F渚の活動として、陸軍士宮学校の卒業生たちの存在は、きわ

めて重要である。特に活可、水道、道路、鉄道、橋梁の建設にかかわる重要な工事の責任

者には、 WestPointの卒業生が著しく多かったといわれている。

米国の鐙国期において、広大な未知の領土を探索し計測して、開発と奇童手段建設を誘

導することが、大きな課題になっていた。その課題を担って、当時の大統領GeorgeWash 

l略tonの提唱により、1801年に WestPointの米国陸軍士宮学校(United States Mili t 

ary AcadffilY)の中に、軍事工学(MilitaryScience)を修得する白的の教育機関として、技

続捜成コース (TheEngineers of 畑 d明)を設けた。これが米国最初の蹴渚養成の高

等教育機関である (*31)とされる。カリキュラムは、 Engineerとしての箪人養成に向けて

立てられ、フランスで教育を受けた伎術者たちが、指導にあたった。19世紀前半の米国で

は、工学や技術を教える高等教育機関は、こ乙しかなかった。

West Pointの教育を満たした卒業生たちは、断書5と海岸の防衛のために、既に 1794年

に設置されていた陸軍砲 ・工兵隊(Corpsof Artillerists釦 dEngineers)の幹部肢d宿と

して任官したほか、兵器局や地勢調査局に入って、すぐさま重責についた。この学校は事

実上、土木制措の養成機関になっていたが、彼らは土木ぜ術の草轄にかぎらず、Engine

er全体の社会を作り上げる牽引力を果たしていた。

陸軍にかなり遅れて、海軍は 1845年に加napolisに海軍兵学校を創設した。この学校

はEngineerの養成に封良を置いたわけで白はなかったが、事実上は機械職人(Mechanics)が

機械樹市価印刷に生まれ変わる養成所になっていた。

民間の土木技体渚の高等教育は、1835年に Rensse1aerPolytechnic lnstitute、1845

年に UnionCollege、1846年にHarvardCollege、1847年に Ya1eCollegeが開始(*36)

する。

従来、教養を主体とした大学の中に、理工系の学部地設置されるようになり、その他の

大学も順次、工学教育を手掛けるようになるが、大草のEngineer地帯ち始めて、実戦力

になるのは、 1860年代以降のことである。したがって、19世紀前半のEngineerの中で、

陸軍所属の技符粛の比率は、きわめて大きかった。
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一方、 ill!坊政府や民間企業料也隼する事業にとって、伎i市渚不足は深刻な問題になって

いた。そのために、陸軍工兵隊(Corpsof Engineersl関市と、階自inlJQ櫛市(Topograptuc-

al Engine副司の部まの技術者で補われる朝w;が出てきた。

1824年、連橋義会は、即日蜘守が国土開発の描釦こ、 1サな役苦手jを果たしてむ、ないと批

判をした。この封t判を受けてi野日政府は、 「国土調査法」金制定し、陸軍に対して地方自

治体や民間企業の運河や鋭萱に関連するプロジェクトに、 Engineerを派遣して事築地盤に

協力することを命令した。政府が、非軍事目的に軍関係者を動員することは、我々には奇

異に感じられるが、米国漣邦制守は国立の技術者養成閥均や国立大学を持っておらず、有

効に機能発揮できる技術者集団の総織は、陸軍を置いて他にはなかった。

陸軍は、 1824年から数年間は、 運河の建設の指導のために、その後は鉄道の建設や操業

のために、 Engineerを総量しつづけた。彼らは、蹴車諏査、鉄道建設.運転操業などの各

段階で、工兵隊の書式、組織、規則を転写したり応J刊して、指導や逮営にあたった。 i合

衆国で最初に生まれた近代的な企業経営Jといわれる鉄道業の管部経首に陸軍拡術者の

果たした嚇蹴、まことに甚大なものがある。これが、組織を部里する階層が、 l織入社会

の外から生み出される2締者になった(*38)、と見なされている。

Englne世rという峨能が、 最初から技都薄 門家としてではなく、組純情理者、すなわちマ

ネジメン トの責任者としての大きく重い役割を課されて、育ち始めたわけである。

---・・・圃・・ILJ・・

(写真 3・1・1) Bechtelが鉄道鐙設の事1努折に使用した客車

1830年に始まり 1869年の大陸横断鉄道の開通で最盛期を迎える鉄道建設(ホ3l)は、大
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量のむ~拘何者を誕生 μ37) させた.この時期に1&52 fj:.!二米国土不学会問leAmeriωn 50 

ciety of Ci vi 1 Engineers)が宮l駁され、土木技姉清奇1I度の宮属品、始まったa

鉄道建設;;t.一方で建設会社のJそ震を促した@その代表的な存在!二 BechtelCorporati 

onがある。同社はSanFranciscoの本社構内の一隅に 言と念の客車を安置している.鉄

道建設時代に社長が、現場で陣頭指揮に用いた客室たそうである。材土機能が三の一両に

収まる早急支だったという事実に筏目すると、生当時の米国の建設会社の機能は 労務提供に

ととまり、技術面は発注者かエノシaニアカヰEっていた実態、方向司える

1・2・7 コンサルティング業務の分離

カナダの GrealWestern鉄道とアメリカの NewYork Central災直とbヰB互乗り入れす

るために、ナイアカラに吊り橋を建設する計画カ主持ち上かった。 この事業の遂行のために、

アメリカ ・カナダ合弁会社が設立された舎を1裳した設計と見積もりをもとに、 18..7年に入

札が行われた。その結果、代案を提示した最低耐各業者がmキしして翌年早勺に着工しt.
が、契約上のトラフコレから l年足らずで開切れ工事中断に陥った。 1850年頃に別の主走

者と新しく契約を交わし、工事が再開された。その際、発注者側は、材料や労務のすべて

を発注者側が直接手当し、業者には技術指導と工輯旨療に対する報酬と業者の給与を支払

う という新しい契約方法を考案したい391。前の業者との紛争に懲りた発注者領Ijが、失敗

を繰り返さないように考え出した契約方法といわれる。

ニの ConsulLing業務を請負業務から分離する方法は.この工事の成功によって評価

れ、その後の米国の建設契約の手本となり主流となった。しかし その Consulting業務

の性質を見ると、発注者の代理人の役割を果たしており、その責号制 Consulting業務と

いうよりも.現在の ManagementCont.ract Serviceの役割を架たしていたのではないか‘

と考えられる。当時 ManagementServiceの観念は生まれていないのでそのような見方は

ないが、カ:"J:あるぜ術者を得れば、発注者の代行役であるマネジメント実施者 fMCr)令つと

める環境はあった、と思われる。

ConSll1 tingを担当した Roebling.JohnA.は、当時の橋重票当支術者の最高峰であって、こ

の大工事を完成させた後、 NewYorkの EastRiv邑rに架橋される BrooklynBridgeの設

計と建設計画を実3見させた。 BrooklynBri伽の建設は、 NewYork州議会で立樹ヒされて

設立許可された BrooklynBridge架橋会社によって行われている。これは、わが国の公団

(道路や銃蓋鐙設など)や特殊会社(電源調発や関西空港など)を先取りしたようなアイ

ディアといえる。 Roebling，JohnA.は、 BrooklynBr idgeの建設の際には‘架橋会社の授

師長に任命されて、発注者側でマネジメントの責任者としてさい配を緩う。これoManag 

自nentService提仰〉ー形態と見なすことができる。当時の大工事を行う事業会社は、能

力、知賞、人情のある樹市渚を責任者に任命し、さい配を張るわせて工事を完成させる方

法を採用していることが多い。

事業会社が、全面的な機能や吉EI](MultipleTalent)の建設会社や専門家に一括 J て請け
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負わせる方法から、機能役割分担への道ヘ進んだ結果、発注者とエンジニア (TheEnginee 

r)と工事請負業者(Contractor)の3者鼎立の関係が生まれた。この思想が、その後の米国

の公共工事に反映していると、考えられる。

3・1・2・8 設計機能の独立

設計実務(Architect凶 lPr百ctice)に関する高等教育は、 1868年にぬssachusettsInst 

itute of Technology 、1871年にCornelluru v邑rsi旬、 1873年に Universityof Jl1in 

oisで開始され、語十技術者(TheArch tect)を世間に送り出しはじめた。

1897年のIllinois州で、米国初の謝者登録法(TheFirst 陶 istrationLaw for A 

rchitects)が制定(*40)されたのを機に、建設事業の中で設計の専門化と役割分担が進んだ。

爾来米国の建設界では、設計や監理を行う技鉢渚は、発注者倒壊主人同1)の機能を有す

る存在としての立場を期待され、工事業者と対立する位置にある。

設計事務炉庁は、建設会社のような企業法人(Co1'poration)ではなく、経営者の個人名を冠

した個人(Indivi別 al)カ鴇E合(P，紅tnersbip)に限って、登録を許可する制度の州が多い。そ

の背景には、公共機関は、設計の専門性を保護すると同時に、議↑責任を明確にした遂用

を行う、という伝統的な考え方がある。

3・1・2・9 共同企業体 (JointVenture)の出現

1900年代に入ってから、国力の向上に伴って、米国の経済力や科学技術力は、欧州先進

国を凌駕することになった。この聞'tには、現在に至るも名を残している歴史的ランドマ

ー夕、例えば、 P訓郡司ぬnal:1914、fmpireState Building: 1920、GoldenGate Bridge: 

1937、などの大規模建造物が企画され完成を見た(*22)。

1936年に着工された当時世界最高のアーチダムである H∞verDam (*42)も‘その一つで

ある。このダムの建設にあたり、連邦開拓局(Bureauof Reclamatlon)点嘱示した総額確定

鶏引L岬 SumContract)の条件を、単独で引き受ける自信のある業者がなく、Bachtel他

6社株誠した SixCω胆 niesと名付けられる共同体の組織7J喫糊嚇した。一人のポス

の指揮下ではなく、運色ヲ損会の協議によって運営されるこの共同企業形態が JointVen 

tureの最初の事例(*43)と言われている。構成員の一社のBechtelは、 Hoover加の完

成後、BayBridgeの建設も JointVentureで成功(*44)させた。これらの成功により、そ

の後の対見模工事で、 JointVentureが普及することになった。

Joint Venture は、 「特定のプロジェクト (SpecificProject 01' Projects)の実現の目

的のために結成された、 2つもしくはそれ以上の個人や会社(Persons01' Organizations) 

による組合経営(Partnership)としてのf却ヲな特性(TheLegal CharacteristicsJを有する

協調的な企業組織(ACellaborative Under-taking) Jと定義(*45)されるが、米国では通常、

個人による共同企業体は、組合(P釘 tnerslup)として別扱いを受けている (*41)0

Joint Ventureは、法的には特定のプロジェクト運営の目的で結成されるばかりではな

く、建設会社が財務力、営業力、技術力を補強するために結成する経常的な共同企業体も
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あるが、いずれの場合も経営的な慰也料誠の動機になっている。

3・1・2・10 設計施工(Design-Build)システムの普及

Design-Buildまたは Design-Constructは、一つのプロジェクトの契約の設計と施工を

一つにまとめたシステムで、 E長官十施工システムと訳される。

設計B紅の実施は、設計機能を砕コ建設会社の存在が、前提となる。民間工事では、 20

世紀に入ってから官fj]ある建設会社が諦十機能を備えて議十施工の実績を伸ばしつつあっ

たが、第一次大戦ゅの軍需景気、車搬の肘ト腹興の特需景気に促されて急増した建設工事

の工路短縮のために Fおt-TrackConstruction Techniqueの提供が求められた結果、設計

施工(Design-Bui1d(D/B) Project De1ivery Syst倒)の猫童を促しい34)、更に第二次大戦

後の建設茸喋の活況期である 1950年の後半から 1960年の初期にかけて製紙、発電所、

化学工業などの装置産業の工場建設を中心に普及(*46)した。

元来、設計施工に拒絶反応を示していた米国建築家協会(TheAmerican Institute of 

Archtects: AIA)は、 1977年に会員が設計施工を行う乙とを認め、実践基準(Standardof P 

ractice)を変更し(吋)、設計施工契約を協会の標鞘嚇(*47)として定めた。

設計行為を、個人又は組合で登録された諒十事帯斤にしか許可せず、企業法人である建

設会社地帯計を行うことを許可しない州では、設計・施工契約の元請け建設会社は、地元

の設計事静化詰十封書を下誘発注し、その設計業務を元請け会社として管理し、器十責

任を負うという形態を採る。寸主に米国の総合建設会社は、日本の総合建設会社のように、

膨大な設計要員を擁していないので、設計施工で契約したプロジェクトの設計業務を、設

計事務所に下請げさせる場合同8)が多い。

3・1・2・11 .t封st注(PerformanceSpecification)システムの出現

性能発注システムという表現は、一般に普及していない。筆者が多くの名称の中から敢

えて選択したものである。 ωmbin凶-Engineering-Cons廿uctionContr百ctシステムと呼ば

れる (*41)場合があるが、一殻的に慣用化された務見ではない。米国陸軍では、Architect

-Engin町 lng-伽 lagl伺 entContractシステムと称している(*41)。また英国の影響留では

Package Dea1と俗称(ホ41)されることもある。米国の装置産業のプラント建設で使われる

ターンキー(Turn-Key)システムの通称が、世間には良く知られている。

線々な名称の吉凶は、このシステムの幅が広く、対象プロジェクト、発注者、難守条件

によって、少しづっ内容が異なり、採用される形態に甜尺肢が存在するととを物語ってい

る。常識的には、設計と施工の両方の戴守責任を負った総価契約に加えて、資金計画、採

算性の検討、品質保証なと・も契約対象範囲に含めた形態を指している。建築工事では、若

干の概念の稲遣を包含しつつも、設計施工の節目誇に含めてしまっている。

発注者が設計と施工の双方の機能を有する相手に、それらの責任を課す点では欝十施工

と同じであるが、業者からの財務条件 ・資金計画の提案(Financia1Proposal)能力が業者

選択の評価になる点が、両者のシステムで最も異なるところである。
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性能発注システムにおける発注者は、自分の要求にマッチしたように設計されたビルに

入居するテナントのような存在倒的である。原価、品質、構造美的感友(AestheticsoI 

The Structure)等に、発注者自身が樹Eを発栂できる余地は少ない。従来の諦ト工事分

離請負契約では業者の責務範囲外となる品質保証(伽a1ityAssur加 ce)が、このシステムで

は業者側の問主に属する。品質保証は、発注者の仰せのような品質を保証する、というこ

とではなく、受注者側肋境注者の求める性能に見漣な品質制見定し、その品質の速成を保

証するもので、受注者が品質責任に対する姿勢が、極めて自発的・積極的である。

米国では既に 1900年代初期に、この形態を石油メジャーが池田開発、製粧新建設、パ

イプライン敷設などのプロジェクトに採用していた、との紹介(*49)がある。しかし米国の

公共機関では、採用を拒んできた。その理由は、保証した品質を誰が確認するのか、ある

いは業者利乍成した設計を誰がチェックするのか、という責任払曜に起因している。

3・1・3 発注者のマネジメント機能η変遷

建設生産システムの変還を概観すると、 E正に繰り返して述べたように、発注者側の機能

の佐久受注者側jである建設封土の機能の増大の歴史となっている。

建設生産システムの中で、受注者の果たす役割や機能が減少するにつれ、発注者から受

注者に対する依存度が、より高まった結果、発注者が本来備えている筈の役割や機能も放

棄して、外部化するような建設生産システム (Con訪問ctionProject De1ivery System)の

需要が出てくる。その結果、出現したのが、次の節で触れる、マネジメント契約である。
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3-2 マネジメント契約(MC)システムの誕生

1970年 l月 l日付けのEngineeringN酬 sRecords: ENR誌は、当時世界最高の超高層

ビルである、 NewYork City世界貿易センターピルの鑑定E事を報じた(+1)。これが最初

に公表されたマネジメント契約のプロジェクトであるとされている。

この年は、米国の連調敬府の寸調達庁似下 GSAlが、ConstrllctionQuali ty Managem 

ent(ιf下∞M)と名付けた、公共工事における世界初のマネジメント難句システムの制度化

に踏み切った年であり、マネジメント契約にとって歴史的な年になった。公共工事で、マ

ネジメント契約方嘆用化されるまでに、二つの局面があった。一つは、公共工事に先立っ

て民間工事にマネジメント契約が定着していた歴史的背賓と、業者がそれに応えうる能力

を蓄積していた事実、もう一つは、公共エ惑にマネジメント契約サービスのニーズをもた

らした環境変化である。

3・2・1 マネジメント契約の先駆的活動(MCForerunners) 

3・2・1・1 建設企業の総合力の極養

米国の建設市場では早い時期から、建設会社が受け身一方の体質から脱却して、発注者

に対して積極的に、専門的なサービス(Prof飴 sionalService)を提供する育EtJを開拓して

きた長い歴史がある。そのためには、多面的分野(ぬ1ti -Discipline)の活動を可能にする

多能的な機能を有する機倦(Multi-DisciplinedOrganization)を備える(柁)ことが必要で

ある。成功した建設会社は、設計施工、開発事業、エンジニアリング ・サービスなどの分

野に進出して、多くの期実を蓄積してきた。この実績は、建設会社のマネジメント契約サ

ービス業務の、先駆的活動と位笹づけられている。この経験を透じて総合的なマネジメン

ト能力を培った建設会社が、発注者逮からのマネジメント契約需要に応え得る受げ血とな

った (*3)と言われている。

(1 )設計施工システム(Desi伊 -Bui1dSystem) 

第一次大殺を契機として、米国の建設市場が活況を呈するようになった。その時代に、

設計施工システムが建設生産システムの一方法として採用 (*2)されるようになり、第二次

大戦後に再び訪れた活況期に、定着(刈)した。

設計施工システムを手掛ける建設会社は、自社の設計と工事のスタッフを使いわけ(Int

eraction)ながら、作業を溜すさせる。このシステムは、設計の最中に施工面からの意見や

助言を欝緬に反映させることによりコスト効果の高い設計の採用か可能であること、施

工技術の商で施工性(Co回 ructability)を粥撃する (Generate)乙と抑T能な設計の諸制

出来ること、設計途上から施工の一部を着手できるので工事期間が短縮できる乙と、設計

と施工の責任がう滞在しないので発注者に対する完成責任の所在がはっきりしていること、
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などの手11'事、がある.

このシステムの実用により、 PhasedConstructionと FastTrackingが発達するlめ)き

っかけになった。 Phぉ edConstructionは、プロジェクトをいくつかの部分や段階に分け

て施工する手法で「段F齢UJと訳される。FastTrackingの指向は、樹齢電工と同じだ

が、プロジェクトの或る段階の工草を次の邸皆の設計を行っている最中に開始する手法で、

定着した訳語はないが、強いて若手見すれば「並行施工Jまたはほ盟施工」である。

(2 )開発事業

米国には古くから、DeveloperConceptによる開発事業と称される建設需要がある。

開発事業とは、不動産開発を試みる事業者げO>、自己資金または出資者から募った資本を

元手にして建設した物件を賃貸又は分譲する、開発から資金回収までのづ墓の事業を指す。

対象には、商業建築(BUSln侭 sBuilding) ;営業用目的の建築物、コンプレックス(Comp

lex) ;共同ビル又は団地、コンパウンド(Compound);囲いを巡らした蜘也内の邸時群、コ

ンドミニアム(CondominiumJ;分譲アパート又は高級マンション、等地埠げられる。

開発業者(Developer)と呼ばれる事業会社は、自らまたは専門家(伽sultant)によって資

金 ・立地計画を立案し、インハウス ・エンジニアまたは諒様によって器地含む建設計

画を策定する。通常は、工期短縮のために随意契約で、複数の専門工事業者(TradeContr 

actors)に分離発注(SeparateCon廿おりする。彼らは、総合建設会社に、 一式発注(Gener

al Contractまたは SingleContract)することは少ない。その理由は、事業会社自身が定

常的に事業開発を継続しているので工事管理の経験に通じていること、そのために後数業

者を調整し管理する古肋を培っていること、その結果、専門工事業者に分音院注した方が、

発注者自身の管理能力の発婦、工期の短縮、工事費の自Ij減か可能になると考える(本5)から

である。非分離発注の場合の元請げ建設会社の管理貨が、分離発注の場合の複数の専門工

事業者の管理授の合計よりも高くなり、車操として契約金額の総額が高くなると推測して

いる、と思われる。

ζの開発会社には、開発事業を専門とする会社のほかに、開発事業に進出して総合管理

能力を強化して市場競争力を高めてきた建設会社、例えばArizona州に世界最大の高齢者

住宅地の SunCityや SunCity Westを開発した DelWebb社がある。

(3 )エンジニアリング ・サービスとターン ・キー契約

二つの大戦の簡の20年rB~ (1920-1940)は、米国が欧州先進国を凌駕して、歴史上で最も

成長を遂げた時代である。水力 ・石炭から石油へのエネルギー革命と、鉄道から自動車へ

の交通革命によって、米国の産業構造カ寝苦した。

1940年代にエネルギー革命と共に石油メジャーが、多大の設備投資を早急に必要と して、

エネルギー関連の大型設備産業の設備投資カ橋発した。石油精野斤、化学プラント、パワ

ー・プラント、パイプ・ライン等の新しい建設市場が生まれた。そこで通常の建設プロジ

ェクトで採用されていた一般の競争入札方式や設計とエ草の分宮肪式を放棄して、一部の
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特定の建設会社と特命で設計工事一式の勢。を取り交わすような特別の関係を持つように

なった。 P紅 sons.Bechte1等の建設会社は、得意な分野を選別(例えば、 Parsonsは化学

プラン卜、Bechte1はパイプ ・ラインやパワー・プラント)した。これらの建設会社は、

強力な願客と長期的な関係を1留守することによって、安定した企業経営が可吉巨となり、通

常の総合建設会社から脱皮して、エンジニアリング会社(EngineeringConstructionω日t

ractors)への道を歩み出した。

これらの建設会社は、一社の全責任でプロジェク卜を完成させるに必要な、採算性の検

討(F鎚 ibilityStudy)を含む、エンジニアリング慌成させる物件の品質の保証から実現

まで責任を負うこと)、調達、施工の全てのサービスを提供する能力を備えることによって、

ターン・キ一期引Turn-KeyContract)の提案を可能にした。その結果、総合エンジニアリ

ング市場を制覇し、顧客(Owner)のあらゆる婆望の実現を評価され、彼らの発注意r.aXを、更

に促すとと (*6)に臨Jりした。

ターン・キ一難句は、工事の全費用を固定金額(fixedPrice)で引き受け (*7)、設計と資

金計画(financing)の提供カ3加わる。工事埼玉完成して支払いが完済されると、所有権移転の

象徴として、鍵(Ke.vlを発注者に渡す (Turnover)のでこの名称があるい8)。

エンジニアリングとターン ・キーの経験を通じて、彼らは訟合エンジニアリング会社に

変身し、米国内の建設市場の拡大ばかりでなく、当時、米国への石油供給国であった南米

面白諸国に、エンジニアリング ・サービスとターン ・キーで進出して、業際を超えて事業

の性絡や妓犠を発展させた。

建設会社の、請負専業からエンジニアリング化への脱皮は、業者間格差を生みだし、市

場での寡占状態を形成する。例えば、日産 100万バレルの石油化学プラント、出力 100

万 K附の火力発官庁‘月産 100万トンのセメント工場の一貫設備の建設を引き受ける能

力を有するエンジニアリング会社は、それぞれの伊野で世界中に十指に満たない。

不特定多数の業者がひしめく市場では、業者にとっては価格競争、発注者にとっては氏

素性の知れない一見(いちげん)の業者を招手にする契約関係で共に緊張感が醸し出される。

しかし、事事占状態の国際市場は、業者には国際的な強敵との競争と発注者の評価が次の機

会につながるか否かの緊張~、発注者にとっては定着された力量のある業者を係用できる

との安Jl:倍、によって遼営されることになる。その結果、業者と発注者との慣に、長期的

な顧客関係が形成され易くなる(キ6)と言われている。

エンジニアリングと称しているサービス形態は、 1940年頃から石油メジャーによる施工

管理方式として併采用から始まり、以上に述べたような歴史的過程を経て、現在の建設市

場に定着したものであるが、この業務には既に現在、マネジメント契約サービス(本9)と称

されている部分も含まれていた。したがって Traditiona1Projec土Deliv巴rySysten:TPD 

s(伝統的なプロジェクト生産システム)である請負契約制度に対して、不満を抱く発注者側

地噺たな対応、を求めた場合、例えば、設計 ・施工方式やマネジメント契約方式などの実施
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能力を備えた建設会社の誕生につながった、と言われている。

3・2・1・2 第二次大戦下の軍事工事

第二次大戦中に米国政府は、戦時目的のための陸軍施設や軍需工場が必要になり、その

建設にArchitect也 gin間 ring-Manag慨 ntContractの制度を採用 (*10)した。この制度

では、発注者と契約する業者が、計雷、図面、工事管理の全てを担当する。現在の設計施

工やマネジメント弾。の変形であり、この種の形態が、公共工事に採用された最初の事例

と言える。との場合、業者は工事のハードを手がけないで、工事業者を管理する。

異体例として、陸軍省(us.ArmY)が公共道路庁(FederalH.認hwayA伽inis廿ation)に委託

した箪用道路の建設(*11)がある。因みに米国の陸軍省と公共道路局の関係は、当時の我が

国の官制では陸軍省、と内務省土木局道路諜の関係に相当する。

米国は、帝国海軍の機動艦隊による真珠湾奇襲f慨によって第二次大戦に参戦したが、

本土の海岸に艶態を受けることを恐れ、早急な関連施設の建設事業が急務となった。陸軍

エ兵隊(Corpsof Engineers)と公共道路庁の技術渚は、断おき定と仮設進入道路の建設ま

でを行ったが、通常の入札、難句の手JI債を踏む時間的な余裕がなかった。そこで、紺繭

負会社を選んで契約し、その会社が必要な数の建設会社を選定して工事を実施する方式(S

hot即 nMarriage Groups)を採用した(*12)。この方式によって建設されたアラスカ国防道

路工事の場合、 1942年に着工され、米国本土からアラスカまでの総迂長 2200初メートルに

及び、樹琵青負会社は 4、工事実施会社は 52にのぼったと言われている。

j毎外の最前線におけるプロジェクトでもこの方式が採用された。例えばBechtelは太平

洋各地の海軍航空蔀也の建設工事に参加(柑)して、フィリピンのCaviteと S飢 glePoin 

tを建設中にスタッフ逮が、その米国海軍基地を占領した日本軍に掠腐として捕らえられ

るエピソードを残している。

この種の契約1f~態や耳研5態をEngi口氏lri昭Con廿acting(EC) 、Engin偲ring Construc 

tion (EC)と称しているが、この経験は戦後になってから、マネジメント難句という新しい

詰i肢の受け皿につながったと言える。

3・2・1・3 第二次大戦後の建設市場

( 1 )較後特需の活況

第二次大戦で、米国を除くすべての参戦国は、壊滅的な被害を受けた。その戦後復興の

傑 flt也の役割を、米国料豆うことになった。戦後の米国の建設界は、大きな建設需要によ

ってスタートを切った。諸外国の生活擁力や社会復興のための物資の需要が急増し、工場

建設が建設市場の大きなジャンルに育った。工場建設に拍車がかかると、続いて生蔵量備

を支えるエネルギー施設やインフラストラクチャーの建設が活発になった。建設業界の工

事量は、長期の好況を継続して、年々驚異的な伸ひ'を示した。この戦後特需に加えて、 19
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50年代には朝き鵠時弘の特需景気が加わり、更に膨大な建設需要を産み出した。こうして迎

える時代が、 「世設業界の黄金時代(GoldenDecade) Jと事見される絶頂期作10)である。

(2 )管理・契約方式の変化

その結果、民間の発注者は、豆島早期に完成して設備の稼働開台を早めることが、重

要な経済的効果につながるととを、認識するようになった。

全体工期短縮の要求に対応するために、新しい工程管理のソフト手法が求められる。ク

リテイカル・パス・メソッド (CPM)手法、設計と施工を平行する迅速施工方式、段階

施工方式、設計施工方式の採用が、活発(叫になった。迅速施工や段階施工は、設計が完

全に出来tがらないと着工できない従来の方式を改善したものである。従来の伝統的な請

負契約すなわち設計 ・施工分離外主主(Designand Award coぱract)の場合では、契約時点で

諦十区瞳が整えられ、難樹象の範囲と規模の輪郭が判明し、 概略の総額も推定できる。

この方式では、詳細設計完了前の着工を可能とする。つまり、読十図地境成しないと着工

出来ないために着工が返くなる従来のシステムの先様、を改善した手法である。但し麟冬コ

ストは、プロジェク ト終了段階あるいは設計完了時点、まで確定しない欠点もある。最終コ

ストを工事着工時に把握出来ないので、発注者は王簿業者に総価金額の提示を強要出来な

いし、ランプ ・サム契約も成立しない。そこで実質精算方式であるコスト ・プラス ・フィ

ー契約を採用せざるを得ないことになる。

竣工時点まで工事金額地鳴定しない出墓施工方式や段階施工方式におけるコスト ・プラ

ス ・フィー契約は、工事業者にはリスクがないが、発注者には、最終金額がいくらに膨れ

上がるか分からない、設計者や工事業者が発注者の意図を逸脱してコストアップにつなが

る策を弄するのではないかと疑，c;暗鬼を招くような、不安定な心理状態をもたらす。との

不安を避けるために、工事費の内訳の透明性を樹寺する方法が、要求されるようになる。

そのためにi酎尺されるのが、金銭の流れをガラス張りにするオープンボックス (0閃 nBox) 

システムである。オープンボックスシステムは、関係者全員に説得力を与え、発注者に安

心感を与え、工事業者の行為に飽止めをかけ、結果としてコストの低減に役立つと信じら

れている。プラント等の産業施設建設では、随意ま射のコスト・プラス ・フィー契約で行

われる欝十施工方式が主涜となり、総合エンジニアリング会社の成長のきっかけとなった

(柑)とされている。

(3 )伝統的システムへの回帰と発注機能の外音羽ヒ

工錦繍志向や突貫至上主義は、ともすると、経済工期の観念を逸脱した現場運営を招

き、その結果、工事費の高峰につながる。発注者の多くが、工期短縮とコスト ・アップの

関連を考慮するようになり、工場短縮による経済的な利益裁県が大きいプロジェク卜の場

合には、設計施工や随意契約が採用され、その一方で、非営利事業のような経済効果をそ

れほと湖待しないプロジェク卜や、工期短絡をしても採算夜操が上がらないようなプロジ

ェクトでは、完全に設計を完了した後で競争入札に付し、ランプ ・サムで契約する佐識的
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なシステムの価値が、再び見直されるようになった。

工事量の増大は、工期短縮と効率的施工を促すが、発i主者には、管理技術宿の節約.-"J1 

的な不足が問題になる。発注者は、自分たちの能力や機能の不足を救済する方祭として、

外部からの支援、補佐、代理役を求めるようになった。これが管理業務を外部に委託する

発注機能の外部化が始まった動機である。

3・2・2 マネジメント契約システム出現の動機と背録

3・2・2・1 伝統方式の短所と新方式の模察

( 1 )競争入札制度に対する発注者逮の不満感

元来、発注者側の立場からは、伝統的な競争入札(Competiti ve Bidding)による請負契約

制度(GeneralContracting : GC)に対して綬強い不満(叫があった。それは、漫低入札価格

(Lowest Bidding Price)以外の要素、例えば、工事の管理や実際のコストなどに対する考

慮が低いこと、管理責任の所在が着工時点を境に設計家伽signProfe:雪sional)と工事業者

に分断されること、などの構造的な問題に起因している。

従来の伝統的な請負契約では、工事業者は最大の利益を獲得するために、コストを最小

にしようと望む。これに対して、発注者逮や設計者 ・エンジニアたち(Archit巴ctsjEngine

ぽ"S:AノE)は、契約したコストの範圏内で礎得可能なものを最大限に引き出そうとする。そ

の契約目的の相反f生から生じた帰結として、工事業者と、発注者逮や設計者 ・エンジニア

遥との間に、敵対関係市生じる。こうした趨勢は、発注者逮の請負契約制度に対する不満

感を更に煽ることになる。

元来、伝統的な請負契約では、エ蕩業者が儲かった場合には、その儲けは工事業者の懐

に入ってしまって発注者にはその利益州翫されないのに、工事業者が損失を招いた場合

には発注者にクレームして損失分を補填しようとし‘聞き入れられないと、認停(M倒iatj

on)、件報(Arbi回 uon)、訴訟(μtigation)等にかけても奪取しようと試みる。こうした

請負難句の仕組みは、発注者には大きな不満の一つであり、発注者は自分の立場に立って

擁護してくれる味方を欲するようになる。

(2)物価高騰対策

1960年代に上昇率の高いインフレのために、建設工事地袋薮正して、工期市毛長期化し工事

費を高騰させることになった。民間では膨大な設備金資計画を、公共機関では公掲織の

挺Jeや都市開発計画やハイウェイ建設などの建設計画を抱えていた。これらの早急の着工

と早期の竣工の必要に迫られていたので、建設業界に過重な負担を強いることになった。

1969-1970の年間インフレ率は 18%を示し、発注者逮は‘剛警する工事費と長期化する工

事期間のマネジメントを改善した建設生産システムを見つけだす必要件5)に迫られた。

(3)ユニオンの影響力
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巨大な規様である米国の建設市場では、池波的に成算事度の格差がある。概して東部の州

比建設事業の歴史が古く、社会基盤の整備水準は高く、建設市場の成熟度が高い。既設

施設の維持や徽修の工事が多く、新設工事は少ない。既存の業者や労(1.摘にとって、新規

参入を企図する建設企業や建設労働者は、限られた工事室を横取りし、既存の企業の既得

権を侵害し、労償措生活を脅かす存在として、民感を持たれ、敵視され、抵抗を受ける。

成熟度の高い建設市場は閉鎖性が高くなり、他州からの建設企業や建設労働者の野胡参入

は‘きわめて図難になる。

米国では、職能汚IJに労働者カ宝組織されており、ユニオンが、全国レベルに及ぶ巨大な力

を持っている。ユニオンは、傘下の労働者たちの擁護のために、既得権益を守ろうとする。

東部の州の建設ユニオンの力が強い、と言われる背最には、市場の成熟度の影響がある。

その中で、特に NewYorkはユニオンのカが強い地I或(*13.札4)とされる。ユニオンの強い

1蹴では、多数の労務者を必要とし工事期間カ噴い大型工事は、労働問題が起因となるリ

スクが大きい。工事業者は、総価固定金額式の請負契約を避けたがる。 NewYorkは、その

ような土地開である。 NewYork州政府は、地方政府の中で、最も早い時期にマネジメン

ト契約の採用に踏み切った公共機関とされているが、ユニオン問題の存在が、マネジメン

ト契車守備リ度の導入の大きな動機になっている、と言われている。

3・2・2・2 発注制度の規制

( 1 )ーヨ守E注(Sir唱1e Contract)と分離発注(Separate白ntract)の争い

一式発注と分離発注の選択は、経済的、樹聞な比絞ばかりではなく、政冶的な判断も

加わって、難しい問題になることが多い。米国ではこの問題が、発注者、設計者、エンジ

ニア、総合建設会社、朝門工事封土(TradeCon岡山r)の各業界団体に政治家を巻き込ん

で、絶えず論争の種(キ10)になってきた。

総合建設会社は、自分たちが下請け発注(Sub∞ntract)の主導権を握れるように、一式発

注の採用を望む。専門工事会社は、元請け会社(PrimeCon岡山r)の支配を回避しようと

して、分自修モ注の採用を望む。

発注者は、コストと工事管理の裁停を天秤にかげようとする。

設計者やエンジニアは、総合建設会社の力によって自分たちの相対的な力が弱められる

ことを嫌って、分脅焼注を強く推奨する。

(2 )下請け業者保護法案(BidSbopping Bill) 

競争入札に応十しする元請け業者は、直傭で施工できない工穫には、専門工事業者から見

積りを取って、入札用の見積りを作戒することが多い。他社より低い入札額を提示して入

札に成功すると、入札用に見積りを取った専門工事業者を、下請け業者として知力を結ぶ

道義的な義務がある筈である。ところが元請け業者は、もっと低い下請け額を得るために

再度、複数の専門工事業者から見讃りの引き合いを出して、下請け業者同士を叩き合わせ
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る(BidShopping)ような不道徳を助長する乙とがある。専門工事業者が、競争入札の制度

の中で、最も問題視してきた点である。

下請け業者や専門工事業者は、零細業者であるが数は多いので、その業界団体は祭主主能

力があり政治力がある。 1955年に元請け業者の行為に歯止めをかける目的で、 Bld Shopp 

i略 Billという法案が議員立法として上院に上程された。この法案に対し、政府部内では

事務負担の過重を理由に多くの異論が噴出し、元請け業者の多くが力日現している米国総合

官設業者協会(AGG)は反対を表明し、下請け業者や専門工事業者は賛意を示す、というよう

に、国論を二分する状況に至ったい10)。この法案は陽の目を見なかった。米国では伝統的

に、このような号珍J¥者の味方になるような政治的な勤きを支持する社会的な考え方、 「ヨ

ーマン ・デモクラシーJと呼ばれる思溜がある。それは、自由放任の競争によって特定の

人や企業が勝ち続けるような‘常勝軍が君臨する状態は排除されるべきであるとし、競争

のルールを「小さな企業」にとって望ましい杭礁に維持し続けることを、競争のルールの

設定者である国などの責任と見なす、という考えである。 rヨーマン」とは、元来、中世

の英国に於ける自由で独立した土j官庁有農民を意味したが、このヨーマンの心が、移民を

通して米国民の心になっているとの指摘(ホ15)がある。先の議員立法は成功しなかったが、

政治的決着の成否に関わらず、米国の為政者には、このような世論を無視できない。

(3 )公共工事の分離発注義務

分離発注は工事量が増大し事務 ・管理負担が大きくなる、との浬由で発注者に秘愛され

やすい。連邦政府の一般調達庁(GSA)では、先のBldShopping Bi11法案の思想にもとづき

分離発注の制度化を試行したが、事務負担に耐えきれない、との狸由で 2年間で謝芭を打

ち切っている。

しかし分離発注の法制化の動きは、その後もたえず政治的に胎動していた。この潜在的な

圧力は、連邦政府の公共工事の調民主行為に、心理的な牽制の効果をもたらす。その正出菜、

発注当局は分離発注ヘ傾斜せざるを得なくなる。そして、複雑化し膨大になる事務震を簡

便化する必要から、その管理業務の一部を外部に寄もする構想が出てくる。

州政府や市 ・郡彼所等の公共工事では、通常は一式発注を採用しているが、法律や条令

によって分離発注を義務づけている地方がある。中でも、 New¥'ork州政府の WicksLaw 

は具体的に公共工事の分後発注を規定していることで著名である。マネジメント契約のコ

ンセプトは、 1921年に N酬 York州において WicksLawが立法化された時に、その萌芽

があったのだ、との指摘(*16)があるのはそのためでる。このJ判法は、建築工事に元請け一

社との鄭守締結を禁止したもので、躯体、宝周、電気、衛生の各工事に分割して発注しな

ければならない規定となっていた。この法律は今なお有効であって、他の州にも同様の主

旨の法律を持つところがある。発注者は、複数の工事業者の管理を行う育gjJと機能を維持

していなければならないが、この負担こ耐えられない発注者は、帰暁注諸式の採用を止

めて、ーま喫約に切り替えることを意図するだろう。法律的に不可能であれば、自分に課
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せられ子役割の内容・範囲を変えざるを得なくなる。

一式発注と分離発注の問題は、今後も論争の的になることであろうが、分離発注の場合、

発注側の負担が大きくなるのは明白なので、管理要員を増やすことが耳石I能であれば、外

部に支援や援助を求めることになる.

3・2・2・3 新しい建設生産システムの誕生

( ] )マネジメント契約サービス業務の誕生

様々な制約を打開出来るような、新しい建設生産システムの需要が出てきて、その創出

・誕生が、強く待望されるととになった。公共工事の発注機関は、そのシステムを、先行

していた民間工事の既往実績の中に求めようとした。公共事業は、新しい制度の創出を民

間よりも迅速に行うことは、通常の場合は法制度の制約があるので、きわめて困難である。

1960年代に入って民間工事の発注者たち(PrivateSectors)は、公共機関に先駆けて、新

しい建設生産システムの構築を試みてきた実績があった。その一つが、発注者が建設会社

から必要なマネジメントサービス業務の提供を受ける形態であった。そのために、新しい

形態のマネジメントサービス提供契約が、発注者と提供者の閣に締結される必要がある。

'のようにして新しいシステムとして、マネジメント契約が、民間の建設市場で自然発生

的に誕生していた。

(2)誕生の草加鐙

米国の発注機関が、マネジメントサービスを採用せざるを得ない状況に追い込まれてい

ったのは、以下に示すような背鼠があった (*17.*5.*2.*18.*19)、とされている。

q准来のシステムは、設計宍i成まで着工出来ないので、着工が遅くなる久長がある。

信勝樹立関係、を餌日する方策が、特に発注者側から求められていた。

③発注者に欠如し始めていたマネジメント機能の補完が、求められていた。

④コストと翻遂の透明性を、発注者が欲していた。

⑤ディペロッパーの能力を利用すること坊主得策であると、発注者が該職していた。

⑥合理主義の園長性に説得力のある、新しいシステムが求められていた。

以上は、発注者側のニーズである。

⑦ユニオンのカカ噛い地方では、工事期間中に労働紛争が頻発するので、請負によるシス

テムはリスクが多くなり、予忠重りのI!l読成がきわめて困難である。

@也媛毎に業者受録が限定されている場合、請負による早期着工が困難である。

以上は、建設市場の環境が関与する問題である。そのほかに、

⑨エンジニアリング会社には、プロジェクトの全開皆への参加志向がある。

⑩従来の請負方式では‘契約t総説愛の物価高総のリスクを請負業者がまともに被るので、

契約破棄や不履行など持続する。

(3)新しいシステムが備える要件
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新しいシステムに求められる要件は、工期の短縮、工事費低減、設計と工事の期間を通

じた連続性のある管理、発注者の立場に立つ味方、発注渚側に梢尋されやすいコスト管理、

分離発注への適応性、物価高騰に対する抵抗力などである。そのために:献I触があると考

えられた手法や考え方が(図 3・2・1)に示すような、段階胞工、オープンボックス、

マネジメント契約システム、 VE (Value Engineering)、パートナリング(Partn町 ing)思噌

(*20. *21)などであった。

工事の種類や環境に合わせた改善や工夫が工事の中に取り入れられて、それぞれが、効

果を挙げた。新しい手法のーっとして誕生したマネジメント契約は、特に(図 3・2・

1 )に示されるように、様々な手法や考え方の中で、特にその当時の建設市場で取り上げ

られていた問題に対して、対応司能な領域が広いことが4柄数であった。

階 I ネ E11 

施プ ジ ト

工 ン メ ナ

方ボン リ

式 ッ ト ン

ク契 グ

ス約

工事管理の不連続 。 01 
分離発注による事務負担 × × 。
ユニオン対策のリスク 。。。
カ隠工期遅延の頻発 。。。
契約関係の緊張 。。。
インハウスエンジニア不足 × × 。。。
発注者のリスク過重 。。。。。
物価高騰のリスク 。。。。
コストの不透明 。。。。
調達の不透明 o 10 10 10 

0 対応力あり × 逆作用あり

(図 3・2・1) 問題解決のために考案された手法や考え方の対応性

マネジメント賭畑、発注者によって採用の動機は様々で、多くの場所で椅互に関連性

を持たずに、採用され発展してきたにもかかわらず、マネジメント契約カ靖するこの強み
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の結果、発注者やI樹或毎に、それぞれ固有の既念と様式が定着すること(叫になった。マ

ネジメノト契約の歴史は短いが、歴史はかなり複雑な事情を背負ってきた。マネジメント

契約が、米国でもいまなお、一定かっ一律の概念や定義が定まっていないのは、三のよう

な事情があるからである。

3・2・3 マネジメント契約システムの出現

3・2・3・1 NY貿易センター ・ピル

1966年lこNewYorkの PortAuthority(PANY)が I也上 110階のツインタワー、世界貿

易センター(NewYork City's Wor1d Trade Centぽ)を着王した。このプロジェク卜は、マ

ネジメント契約のコンセプトを、公共草喋に採用した最初の公表事例(TheFirst Publici 

zed Public Use)として(*22)知られている。

このプロジェクトは、総エ事費が 600million $ (当時の換算率で 2160億円)で、現在の

貨幣価値に直すと 3-4兆円位に上る超特大のj見様(*23)であって、ーネ抑制虫で闘しして

ボンドに応じるには、余りにも対見様すぎる。発注者である PortAuthori ty (P酬は、分

肩脱注(Multip1eContracts)を採用することにした。

|プロジェクト代表|

(図 3・2・2) NY貿易セ'l?-t'~7' 0;/ ，外における Tishmaoの組織(*24)
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その結果、発生するであろう諸問題を解決出来る方策が必要になった。そこで、プロジ

ェクト全体を発注者に代わって(Agentfor Agent)、業者聞を調墜し監理し事務処理する業

者(Manag師 entContracting FinnJとして， Tishn町 Realty& Construction Co・・ Inc..を

雇った。当時マネジメント契約やコンストラクションマネジメントの知見は産まれておら

ず、発注者の代理(Agentfo['伽ner)という言い方が使われている。

Tisbrr聞は、このプロジェクトの競争入札に応中ししてエ.$に参加することはー切許され

ず、その管理手腕(Manag，印lentSkills)による貢献だけカ期待され評価された。700以上に

分かれる契約の事務管理と業者間の認整は、当時まだ初期の段階にあったコンビュータ一

利用技術によって行われた(州といわれている。

3・2・3・2 j野日政府ー喰錫窃童庁(岱A)によるマネジメント契約の採用

1960年代後半、 i野阪府の公共工事を所管する GSAは、内部に弘彊委員会を設置して、

当時の公共工事の現況調査を行った。そして、公共工事の工期が民間工事よりもはるかに

長くなっている、との車説裂を得た。

その結果にもとづく勧告を受け、 1910年に GSAは、迅速施工と邸皆施工の手法を取り

入れたConstructionQuality Managerr剛 t(COM)と名付けられるシステム(*引を設定した。

ごれが米国の公共機関が定めた最初のマネジメン卜契約システム、と言われている。

1971年 9月以縛ぢ半年の簡に、岱Aは、連邦司法研修所(Beltsville: S37-million)を

かわきりに社会僻食封ムいセンター(Philadelphia，αucago.加 dぬnFrancisco:$97-mi 

llion)、Sumithsoni加航空宇宙博物館(WashingtonD. C. :$35-million)の3件のプロジェ

クトを ωM方式で発注した。そして、引き続いて数件のプロジェクト(Sl2-million割閣

を同様な対去で発注準備する(硝)までになった。

1911年、保健教育省(Departmentof Hea1 th Education and Wa1 fare; DHEW)がfifi管の工事

に、 GSAが定めたこのシステムの採用を決定した。

1912年に入ると、 GSA傘下の公共建築局(PublicBuilding Services: PBS)は、 $15mil 

lionιL上のプロジェクトの執行は、唯一このシステムに限るとの指令を出した。この指令

は、他の公共機関の公共工事の発注に景漣を与え始める(*2)ようになった。ごの頃、 GSA

l立、ゆくゆく $500 millionιL上の大規模工事はすべて、このシステムの適用を考えて

(*27)いた。大規模プロジェクトで 1年半から 2年位の工期短縮を蛸寺した。
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{ワシントン本庁)

(i肪) í~二二:!] i

(業者サイド)

ーj州政府機関|

: t地元機関|

Hテナント機関|

H情報機関i

・1連邦政府機関|

同開;'/7*グャー:伽|

-E艦(組織内) 一指示(組織内) ー 請負(契約) 一指示(契約)

(図 3・2・3) GSAのマネジメント契量告を行組織(*25)

3・2・3・3 その後の GSAの剖?と模索

( 1 )樹升

最初の問は、岱Aのマネジメント契約システムは成功したように見なされた。工期短縮

や工費節減の成果も認められていた。しかし民間工事ほと'の成果が認められないと、一部

の関係者の問には、失皇Z感が広まっていた。ほどなく彼らの失望感は、樹庁感に変わった。

その間の事情は、以下のような原因によるものである (*28.*29)。

①有プ:謀議の公共工事離れ

当初は大会社が、マネジメント契約での官.E1J実証と実績蓄積のために熱心に参加し努力

していた。しかし彼らは笑績を踏むと、マネジメント契約地嘘んになった民間工惑の市場

に移ってしまった。理由は、後述するような企業側メリットの乏しい主E約内容だった上に、
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新分野での実紙による企謝き差を、民間市場で誇示出来たからである。民間市場では慨し

て、発注者のインハウス機能は公共機関よりも弱体であるから、マネジメント契約システ

ムに関する潜在的な需要は大きい。

有力企業が民間市場に移ってしまった給果、 GSAのマネジメント契約のサービス提供に

応募する企業(MCr)は、経験の浅い味熟な会社ばかりになってしまった。

告湖町議轄の氾濫

非力な企業が氾濫する状態に至っても、 GSAは、有効な手がなかなか打てなかった。 f型

由は、 GSAの市Ij度が、マネジメント実施者の資格に建築士やエンジニアなどの専門家のラ

イセンスや、工事業者の業者登録、又はポンド獲得上にo婆な施工実績を積み重ねた企業

経歴のような制限を設けていなかったからである。その結果、小規模で非力なマネジメン

ト実施者を排除するととが出来なかった。

③権限と責任の混乱

GSAの契約絞散のj見定では、発注者がマネジメント実施者に与える契約上の樹浪委譲が

明確ではなかった。そのために工事完場で、権限の不在状態を招いた上に、 責任均扮裂し

た。マネジメント笑施者に全楢l良市唱されていないと見て取った工事業者は、マネジメン

ト実施者を経由せずに GSAの責任者に直接櫛虫するようになった。ますます現場が混乱し、

コスト培の原因につながるような命令変更が頻発し、工惑の遅延材性するようになった。

④発注者責任

工事遅延とコスト増に対する紛争が頻出するようになった。紛争は裁定に持ち込まれる

のが、米国の常例である。裁定で裁半IJfi斤は、おおむね政府にその資任を問うことが多かっ

た。マネジメント実施者も工事業者も、Z草遅延の責任や遅延によるコスト増加を補償す

る能力を持たないというのが、裁半iJfi斤の見解であった。このような見解は、発注者にとっ

てマネジメント契約を採用した場合のリスク婚を意味する。因みにマネジメン卜契約シス

テムの最も重要な特性は、発注者のリスク負担にある。その認識が関係者に乏しかったこ

とになる。

⑤コストと工期の成果

プロジェクトの実態を概観すると、コスト面では最初の予算見績りをはるかに上回り、

工期面では期待された 2年半から 3年の工期が、 3年半から 5年に延びるようなことが

しばしば発生した。マネジメント契約システムの将来性にとって致命傷になりかねないよ

うな結果を招いたことは、当時の関係者(法廷を含む)のマネジメント契幸晴胎:に関する理

解不足であり、事前の啓蒙の徹底を欠いたためである‘と考えられるe

e撤対関係

GSAの契約約款の支払い規定は、固定金額であった。このような状況では、発注者であ

る GSAは、固定された契約金額の中で可能な限り最大限のサービス提供を企業側から引き

出そうとする。一方の企業倒Ijは、頭打ちの固定金額の中で契約要件に合致する劇邸艮の仕
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事に収めて、過剰な支出を回避し手11益を生み出そうと画策する。すなわち、発注者とマネ

ジメント実施者との聞に献す関係を作り出した。

⑦設計者 ・エンジニアとマネジメント実施者との衝突

GSA地租用した制度は、既存の設計者 ・エンジニアの機能に、もう一つのプロフェッシ

ョナル・サーヒ・スの機能をつけ加えただけの制度だった。その結果、設計者 ・エンジニア

とマネジメント実施者との衝突が、領発した。当の発注者である政府機関内部でも、見J解

の衝突や摩擦治生じた。

@酒ー剖な適用

GSAが、このようなマネジメント契約システムの制度を適用した結果、このシステムに

適さない、むしろ従来の請負契約方式の方が適しているようなプロジェクトまで、画一的

に分再醗注とマネジメント契約を採用することになった。杓子愚見な要求を工事業者に諜

し、円滑な運営を妨げる原因を作るととになった。

(2 )中断

1979年に GSAは、上に述べたようないろいろな事情のために、目論見通りの成果が挙げ

られなかった、との理由を挙げて、マネジメント契約システムの採用を中断した。現場で

の混乱や当事者たちの見解の衝突も一因だが、やはり工期と工費の点で、当初に期待した

実績が挙げられなかったことがったきい。

そして、従来型の設計と工事を倒住した請負契最初式に戻り、工事現場の管理技術者が

提供するサービス業務にも競争入札を導入するという、極端な方法に走るに至った(*28)。

当時、GSA以外に、マネジメント契約システムを定常的に採用していた公共機関の存在は

報告されていないので、公共工車でのマネジメント契約システムの市tl度化の道は、一時閉

ざされることになった。その間にも、民間工事の分野では、ますますマネジメント契約シ

ステムの普及均嘘んだ。

(3)再開

一旦樹庁を見て、このシステムの採用を断念した GSAだったが、民間市場での趨勢を

見せつけられて、応Aでは、マネジメント契約システムへの評価見直しの概塞が高まった。

この動きには時の行政府が、悪化した財政の救済を迫る世論の高まりを受けて、小さな政

府(SmallGover加問t)のモットーのもとに、改革の道を探っていた、という政治的な背最

も影響している。当の GSA自体に対しても、大幅な要員縮減の対立を緩るわれようとする

奴蔑な政治的圧力が起きており、 GSAの存立そのものも、危機に滋していた。

GSAでは、マネジメント契約システムの再採用に際し、前回の反省に立って運用に弾力

性を与えることを考えた。

1981年に請負工事、設計施工、マネジメント契約システムの3種類から、選択を可能と

する道を拓いた。 ζのCMがマネジメント契約システムを指す。

1983年には、連邦政府全体にCM採用の再提案カ当子われた。 1987年に PBSが∞M約款
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を制定(*30)した。このシステムでは、プロジェクトの早い邸皆でマネジメント実施蓄を選

任し、それまで発注者組織の内部で行われていた工事業者からのクレーム紛争処思等の権

限を、マネジメント実施者に付与するなど、前回の経験にもとづく改善が行われた。

GSAの、マネジメント契約システムに関わる執着と、システム手直しの頻度の多さは、

かなり極端な感じを受ける。それだけに、 GSAをとりまく潰境に注冒する必婆がある。

全米レベルで公共工事の中で、連邦政府の占める比重は日本ほと'大きくはない。しかし、

大統領がさじ加減出来る公共事業の中で、 GSAが執行する事業に及ぼす彫響力は、きわめ

て大きい、と患のれる。筆者が、とのマネジメント契約システムの実態を調査するために、

1992年と1995年に Washingtonの GSA本部を訪問した際、面談中の Directorが、秘

嬢のメモを片手に突然、 「ボスの呼ひ'出しがあるので、失礼するJと途中で席を立ったこ

とがある。 rボスとは、誰か?Jとの筆者の質問に、彼は「ミスター ・プレジデント」、

あるいは「クリントン !Jと言い放って、筆者を驚かせた。小さな政府への圧力のもとで、

大統領自身が、組蹴J:""f酪古している GSAやその傘下の郎に対して直媛、削減の指令や

節減のメ設を振るったとしても不思議ではない。それほどに、述邦政府の中で、 GSAに対

する、ということは公共事業に対する、圧力が強いということで、そのために GSAは、試

行と模索を絶えず繰り返している、と考えられる。このマネジメント契約システムの実用

化に関しては、これ以後も連要l減府が主導的な役割を果たしていく。

3・2・4 公共機関、学会、業界団体などの動き

マネジメント契約システムが、建設市場に登場したことを受けて、米国の主婆機関l式、

以下のような対応を行ってきた。

3・2・4・1 j野臨時寸媛廠童庁(GSA)

GSAは、米国大統領に直結している連安融府のー独立機関である。本部の立派な建物は、

官位以略tonDCの大統鍍官邸の間近に位置し、 f労者のステータスやスタッフのプライドlふ

日本で我々が想像するよりも高い。

連邦政府が必要とする調重行為を所管し、公共事業の発注は重要な業務であるが、国家

事業の中で、道路凶也方政府、治水 ・手I]7Jく事業は、陸軍工兵隊(US紅1IlYCorps of Engine 

ers:∞E)や連邦開拓局 (B叩 U of Recl嗣 tion: BuRec)、軍鞠設は国防省(Depart閥抗日

f Defen.ce:∞F)尚子うので、笑際に担当する事業は、 i野蹴府樹関秤万有する建劉勿の建

設や営繕管理に限られる。日本の建設省のような全国の建設事業を所管する官庁ではない

が、公共工事の指標的な立場にある。 GSA均制定する契締微を利用する公共機関も多く、

岱Aが主導した建設関連の制度の改革 ・新設が行われると、地方各地の州政府や市・郡役

所の公共工事の執行にその影響が及ぶ。
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マネジメント契約システムの導入をはかった GSAは、その後 1993年になって、∞NST

ROCTION ~~山GEM町r G凶DEを作成(*31)して、全国の公共後関にマネジメント契約の普及

に努めてきた。この試みは浸透して、次第に地方政府は、 GSAのリードに従いつつある作

2)。公共工事へのマネジメント契約システムの導入や普及には、治方政府機関よりも GSA

が主導的に果たしてきた役割が大きい。

3・2・4・2 米国土木学会(AmericanSociety of Civi1 Engineers:ASCE) 

米国土木学会{以下 ASCEと略称)は、 1852年に創設された米国における土木守耕T者の最

高権威を誇る団体である。日本では‘ AS庇を「学会」と称しているが、原名称のように元

釆は土棚渚の郊の場(Society)の慨をもち、工瓶一筋の学術欄 (A剖明)十

はない。そのため、行政府や議会への提言、建設市場への助言なと正対台性や経済性の色彩

が強い活動を含む、土木のあらゆる問題に関わろうとする姿勢がある。

マネジメント契約システムが米国市場に導入される機運が出てくると、 ASCEは、 いち早

く大学や企業の有識者を総勃員して、実態の調査や分析、システムの研究や討議、遼用の

指金十やルールの提言などを精力的に行った。その迅速さは、以下のように、他の団体の活

動に先駆けて、関連する諸活動のイニシアティプをとっている。

1973年に建設プロジェクトのマネジメントに関する特gl廓査委員会(Task Conmi ttee on 

The Manag酬 entof Construction Projects)を組織した。それは、マネジメント契約シス

テムの原則の立案と普及、マネジメント実施者の選定手法の開発、マネジメント手法 ・手

続きの研究なと・を目的としたものである。

そして1974年に、ProfessionalCons凶 ctionManag，冊目t(p側)に関する業務内容や責務

に関する定義を発表作32)している。 PGMは、マネジメント契約システムに ASCE埼玉付けた

名称である。

1979年に、建設部門の附委員会の傘下に建設マネジメントの機構 ・評価小委員会問

e Subc仰畑蜘叩α印師蜘I而m町耐1

mit坑te匂eP氏r口fおes邸siω口na悶a叫a1Cωons沼st仕ru山』応ctionM飢 a姥g町悶聞1沈t0ぱfthe Cωons坑tru可uctionDi visio∞口)を組織
(μ*3ね3)した。

更に1987年に、鐙設部門傘下に建設マネジメント委員会(ωnsむuctionManag冊目tCom

mittee of the Construction Division)を組織(*34)し、陀Mのサービス業務や責任等に関

する見解とガイドラインを、学会誌で明らかにした。

3・2・4・3 米国総合建設業者協会

(Associated Genera1 Contractors of 畑町ica:AGC)

米国総合建設業者協会(以下 AGCと略称)は、 1918年に創立された米国唯一の総合建設

業者の業界団体である。米国国内には、全国レベルの逮設関連の業界団体は、他にも幾つ
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か存在するが、 AGCが、当時の対前!i'tWilson. Woodrowの提唱(国家非常時の総動員体制

に協力する機関)が動機となってtil.位されたきわめて政治色の強い存在である点で、その

他の類似団体と一線を画している。綱領には「会員企業は協会全体の品位の向上と権威の

確立を強く要請され、協会は所属企業の正当な利樹呆持ばかりではなく‘建設業において

よりよい基準を確立し、国家的な立場において、その責任。〉一端を遂行する高遜な使命感

を持つことを目的とするJとある。

協会本部は、 WashingtonDCの大統領官邸と GSA本部近くに位置し、館内外の雰図気に

事大的な荘厳さがあるのは、その歴史的背策による体質の所以であると思われる。

AGCの活動は、政治的な性格を帯びる一方で、啓蒙活動にもカを注ぎ‘その影響は単な

る業界団体の域を超える権威を紺寺している。 A∞本部均沿式に表明した提言や主張、或

いは、指針、標準革後九共通仕様などが、行政側の発注機関の規則や基準に引用されたり

景5響を受けたりするごとは珍しいととではない。

マネジメント知守システムが公共事業に導入される機運になった時点で、 AGCは、傘下

の会員企業がもくろんだ市場開発の慮図を反映して、積極的に活動を続けてきた。

1960年の終わり頃、 GSAの動きを受けて AGCは、一指背負方式のf糟として、マネジメ

ント契約の有用性を認め、 1972年にその方式のガイドブックを発表した。このガイドフ'ツ

クl立、 1974年と 1979年に改訂されて、現在(*35)に至っている。

3・2・4・4 米国建築家協会{加砲riぬnInstitute of Architects; AIA) 

米屋建築家協会(以下 AIAと略称)は、 1857年に米国全土の建築家を組織して、創立さ

れた建築家の活動組織である。 i.職能の促進、実務水準の向上、環境改善を通じて国民生

i割く準の匝上、建築業と建築家の専門職能の調和の逮成により、社会に貢献すること」を

協会活動の目的とする。特に、この協会会員には、倫理受領の遵守が強く求められている

ごとが特徴であって、そのことが当協会及ひに所属建築家の権崩俗寺につながっている。

AIAでは、 GSAの行動を、かなり早い時期からgz壊し、官IEAR印rTECT・S出m政削 OF

PROF応S10胤LPRACTICE (*36)の中で明記した。また従来、職能的な立場の絹遠から、見解

料自反することの多かった仰と共同歩調をとり、標鞘愉の共同制定を行う、などの注

目すべき活動もある。

3・2・4・5 米国コンサルタント ・エンジニア協会

(Americanωnsulting Engineers Counci1;ACEC) 

米国コンサルタント ・エンジニア協議会(以下 ACECと略称)は、全米のコンサルタント

エンジニアの職益擁護を目的とする職能団体である。 ACECは、マネジメント契約システム

が公共事業に導入されると同時に、これをコンサルタントエンジニアの市場開発 ・業際拡

大の機会と捉え、 1972年初期に「コンサルタント会社がマネジメント実施者を勤めるべき
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である」と主張している。それにはマネジメント契約システムの誕生を、コンサルタント

業界の市場情造の改善(Impcovei凶 marketshare)の契機ととらえようとしている (*5)動

きが感じられる。 αtM(.次項参照)の発足に積極的であったのも、そのためである。

3・2・4・6 米国コンストラクション・マネジメント協会

(Consむ"UctionManagωJent Associa tion of Amecica: C胤A)

米国コ')7.卜?クショy・v*シ'メン卜協会(以下 CMAAと略称)は、 1982年に設立されたマネジメント契

約サービス提供の専業容を主要会員とする業界団体である。協会活動の前提は「マネジメ

ント契約システムを発展させるには、様式の統トー(Unifocmity)が必要である」との主張(キ

5)にある。

C似Aの設立の動機は、 AGC、AIA、ACECの3者によるマネジメント契約に関する協議機

関、 CM合同委員会を設立したものの、各団体の思惑によって共同歩調がとれず機能しなく

なっている、との反省持轍である (*37)と言われる。しかし、AGCと AIAがその結成に

反対したので、 ACEC主導の組織として発足することになった。 ACECのほかに、米宮下請

11業者協会(A問 ci叩紬∞n岡山'csAssociation:ASCA) t:;ま有力な封寺組織(*38)となって

いる。会員には個人や従業員数 500人以下の中ノj、規模のコンサルタント会社が多い(特例。

いまだに AGC や AL~ との関係は修復されておらず協力関係はない。大手業者には参加し
ていないものがある。 1986年に実施基準を公表して以来、マネジメント契約サービス業務

の基準や糠準約款を、会員企業に提供している (*40)。

3・2・4・7 業界団体問の協調

AGCと AIA1草、双方の会員企業の権利を擁護のために、共同で契較的款(*41.*42)を制

定している。

1975年に、AGC、A1A.ACEC は CM合同委員会を開催して会同し、 3*邸齢制ご、一旦は

マネジメン卜契約に対して消極的な態度を取り合うごとを確認し合ったe

1977年の2度目の会同では、単一機能の専業者(CM's)に、法的に独占的な優遇措置を与

えることに、反支持誌を表明した。つまり、多能的な機構を有している既存の設計創土や

建設会社とそ、マネジメント契約サービス業務の提供均割幌的に行うことが出来る、とい

うの均喰らの閣で合意された認識である。

その後、 1980年代に入って、大手企業側の団体である AGCや伝統を誇る既存勢力の A

1Aと、小企業側の ACECの利智耕地覆面化した結果、側M の設立事情に影響を及ぼし

ていることは、既に3・2・4・6に述べたとおりである。
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3-3 マネジメント契約 (MC) システムの'*~!!E

3.3・1 マネジメント契約システム形態の分類

3・3・1・1 分類の事例

マネジメント契約は発注者の機能や能力、市場環境によって、発注者に翻治の良い形態

が‘その都度採用されるので、その形態

に定着しているのは、純粋 C叩Mと称する形態と、 ωlPCMと称する形態の大まかな二極分類

である。体系的な分類事例は、 ASCE(*2)だけである。以下に ASCEの事例を中心に、米国

のマネジメント契約システムの形態を整理する。

図示には、以下の凡例を使用する。請負諮り関係とは、請負契約を締結した発注者と外

部清または外笥渚同士の関係、業期旨示関係とは請負契約に関わらず発註諸と外剖培、ま

たは外部堵同士の業務を指示する関係である。マネジメント実施者を、 MCcと表示する。

仁 コ発注者 Eコ外縮 ー 請負契約関係 一期間係

(1) ASCEの分類

ASCE傘下の委員会は 1987年に、マネジメント契約形態の分類を発表作2)した。これは、

元々 は、 Halte巾off.C. E.地提唱し、 1983年にDuke大学の"Conはruction&匂nag印刷t(C 

14)のシンポジューム"で確認した rCM手法の主要な形式J(*3)をもとにしたものである。

これを側M が、規格(S加 dards)に取り入れた (*4)。

(表 3・3・1) 形態の呼称

ASCEの形態分類 本論文で採用する呼称

o CM(Ownec CM) オーナー型

ACM(勾:ent側) エージェント型

X C M (Extended S釘 vicesω) サーピス拡張型

GMPCM(Guac釦 t伺 dMaximum Price C刈 最高限度額保証裂

C M r (Construction M加 agec) MCr又はマネジメント実施者

なお、 ASα1の原著では、マネジメントシステムをConstructionManagement (CM)， Pro 

fessional Construction Manag倒巴nt伊CM)、マネジメント実施者をConstructionManager 

(CMC) と蔀見し、 H婚をOCM(伽necα~) 、 AC M (Agent CM)、XC M (Extended Secvi ce 

s CM)、GMPCM(Gu紅加teω 肱沿mumPrice CM)の4種類に分類(ホ5)している。必CEの
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併罰3態に対して、本論文では、 (表 3・3・1)のような呼称を採用する。

0オーナー型

a.tーす叫γメント型 b.村脅すわ'j.';ト聖

(図 3・3・1) オーナー裂の形態

外部1からスタッフを増員して、発注者のマネジメント機能を強化する形態である。ごの

増員スタッフがマネジメント実施者(MCr)である。発注者の強イヒ比率が小さいときに採用さ

札増員スタッフの数!立、長小一人から多人数に至るまで幅がある。発注者の組織で、各

駿能の責任者(各セクションの長)が健在で、限られた職後のスタッフだけを増員する場

合、オーナー裂を選択するようである。筆者が滞在していたアリゾナ州のフェニックス市

航空局は当時、空港施設の地設と車侶寺管理の事務所を現場に常設していたが、工事の種類

によって、現場ぜ術者のヘルメットが変化した。空港事務所のインハウス機能を強化する

増員スタッフが少ない場合、その増員スタッフは、インハウス幹部を上司とするオーナー

型のマネYメント鶏路ーとして市のヘルメットを被り、発注者の一員の立場で、プロジェ

クトを遂行する。市職員の話では、観膨]に工事量が増えた場合、検査(Inspection)や出

来高査定(QuantityS町 veYing)を中心にオーナー型を採用することが多い。この増員スタ

ッフ儀能を、フェニックス市では、セコンディング(Seconding)と称していた。

Oエージェント型

(図 3・3・2) エージェント型の基本汗猪
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発注者の代画全をマネジメント期路(Aにけがつとめる形態である。発注者のマネジメン

ト後能を強化すべき比率が大きい場合に採用される。外部には、マネジメント実施者が発

注者のような存在感がある。先に挙げたフェニックス市の空港事務所でも‘開斤このエー

ジェント型の採用を見た。当事者でなくても、マネジメント役のヘルメツトが、企業名を

印しているので、マネジメント形態が明僚となる。オーナー型とエージェント型の溜Rは、

1クルー以上の強化が必要か否か、という判断が物瑳しになる、ということだった。クル

ーとは、この場合、一つのまとまった組織のトップから末端までグループーそろいの要員

を意味する。マネジメント機能を強化する時点でlグループ此との培強要員が必要と判断

したら、その工事をそっくりエージェント型のマネジメントに任せる、ということである。

発注者に代わってマネジメントに専念し、設計やエ草に直接、従事しない。 Z語十や工事の

鄭加、発注者が直接、設計や工事の業者と締結するが、マネジメント実施者が‘約款の

作成から業者の選定までを仕切って、発注者は、単に署名するだけ、とマネジメント実施

者に実権を委ねる場合もある。

0サービス拡張型

a設計拡張型 b.施工拡張型 c.請負拡張型 d.誇負施工主主張型

(図 3・3・3) サービス拡張型の形態

マネジメント実施者側Cr)が、設計、元請、施工のいずれか複数の役割も果たす形態。

a.設計拡張型仇signXCM)は、設計者にマネジメント実施者の儲陪追加する再婚である。

筆者が米国滞在中に関わりのあった設計事務所に、彼らのマネジメント契約の経験を尋ね

たととがある。そのうち建築設計事務所は、年間に数度のマネジメント契約を行っている

が、土木工事(HeavyConstruction)の宮讃十事務所では、全くマネジメント契約の経験はな

い、とのことだった。その理由をアリソす列仮初守やそれぞれの事務所の技体渚に尋ねた。

その回答を総合すると、建築設計事務所は元来、設計管理の実績から、現場で工事業者
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を相手にする経験があること、設苦行重りに完成させることをマネジメン卜する経験がある

こと、などによって、設計舷張型マネジメントに抵抗がない、と考えられる、とのことだ

った。土木設計事務所には、元来、建設コンサルタントとして発注者サイドへの按触が殆

どで工事業者を相手にする経験がないこと、土木現場のマネジメントは設計通りに行かな

いときにマネジメントの真価が問われるので設計官ttJより施工能力のほうが重要であるが、

建設コンサルタントにはその方面の関心がない、と考えられる、とのことだった。今後、

わが国の市場に導入される場合に、考慮すべきことと恩ゐれる。

b.施工舷張型(ConstructorX印)は、実際に工事の一部またはすべてを施工する予定の工

事会社(Constructor)に、予め諒十段階からマネジメント実施者の1錦リを与え、プロジェク

トに参画させる汗嫌である。米国で公共工事の採用の報告はまだない。民間工事に採用事

例がある、という。米国の元請けの総合建設会社は、内萌枇の比率が高く、系~IJ下の下請

け外注カりPなく、Contractor即ちConstrucωrの場合が多い。筆者が発注者に尋ねたと

ころ、従来からの総合建設会社によるー臨韻への安心感や依頼心がまだ樹皇く残ってい

る場合、採用したい形態である、 との回答があった。わが国の建設業界の現状は、Constr

uctor flP 専門工事封土であるので、この形態の可制生は低い、と思われる。

c.請負拡張型(ContractorXCM)は、請負契約の締結を予定する会社(Contractor)に、予め

設計段階からマネジメント実施者の役割を与えて、プロジェクトに参画させる形態である。

やはり民間工事にしか存在しない。Contrac旬rとは、発注者と請負契約を繍吉するが、実

際の施工は、下諮り業者に外注するもので、わが国の総合建設会社による元請け、専門工

事会社による下請け、と同じ関係になる。米国の建設業界のトップクラスの総合建設会社

やエンジニアリング会社が事lき受けるごとが多い形態である。発注者がとれらの会社に期

待するのは、発注者自身とマネジメン ト実施者であるこれらの大企業との簡で、マネジメ

ントの分担やリスクの分担を最も有利な条件で交渉したマネジメント契約の締結が可能で

あることb哩由とされている。なかでも、Bechtel社の志向はマネジメントの分担重視、

P紅 sons社の志向はリスクの分担重視、を特徴にしているとのことである。

d.請負施工拡張型(Contrac句r/Cons廿uctorXω)は、請負契約当事者で工事の一昔日または

すべてを施工する封土(Contractor/Co限切ctor)に、予め設計段階からマネジメント期在

者の役創を与えて、プロジェクトに参画させる形態である。総合建設会社やエンジニアリ

ング封土が建設プロジェクトを請負形態で謝宣する際、内部化と外部化は最も自身に有利

な溜尺肢を採用した結果として決まる。との形態は、内部化が最も有利な溜尺肢と卒1断さ

れた場合の形態であり、上記の c.は、外部化が最も有手11と判断された場合の形態で、 c.と

d.とで、Contrac初rのマネジメント契約上の本質的な立場の相違はない。

このほかに‘上記の鵠十問題に類似した、設計マネジメント型(Design/Manag訓)があ

る。マネジメント謝在者地帯計をする形態である。マネジメント実施者が、設計段階以前

に選定され、議十拡張型よりも優れたマネジメント効果が期待できる、と考えられる。
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(図 3・3・4) 設計マネジメント型

0最高限度額保証型

マネジメント実施者が、設計段階の後半か着工前に建設費用総額の最大限度額を、発注

者に保証する形態である。

オーナー型と設計拡張型を除くすべての形態に適用可能である。元来、マネジメン卜契

約の特徴であるすべてのリスクを発注者にとどめておくことを放棄して、発注者がマネジ

メント実施者にリスク分担を要求する、という手直しの性申告を持つ。 マネジメント実施

者は、諒f段階からプロジェクトに関与し請負業者の僻11も持つ。設計と請負の兼務を許

さない規則を遼用している機関は、この最高限度額保証裂を採用することは出来ない.

a.繭窃蟻摺 b.紅路頭鵡鎮慰 C.語紙躍蹄怒鯨設 d.請負虹臨強高lilIi探査聖

g~，-.~泌 一一一一目、控訴対するマ'*;i' j.';卜鶏繍隊髄胤

(図 3・3・o) 蚤高限度額保証型の形態

(2) Barrieの分類

Barrieが挙げた形態(*6)の中には、 ASCEが扱わない形態も含まれている。

a.設計ー工事マネジメント(Design-M飢 age)型は、マネジメント菊踏(MCr)埼玉、器十と工

事の管理を行う。

マt
F
h
d
 



b.請負マネジメント(舵:ras General Contractor)裂は、 ASCE分類の請負拡張型である。

c.エージェントマネジメント(舵ras伽n巴r'sAgent)裂は、 ASCE分類のエージェント型

である。

a.設計ー工事マネジメント型 b.請負マネジメント型 c.エージェントマネジメント型

d.プログラムコンサルタント型 e.統合プロジェクトチーム型

(図 3・3・6) ぬrrieによるマネジメント契約システムの分類

d.プログラムコンサルタント(ProgramCon釦 ltant)型は、 ASCEの誌十マネジメントを拡

張した形態で、 ASCE分類には存在しない。同時に期留するプロジェクトが複数存在する場

合、米国では、このプロジェクトの複合体をプログラムと称し、そのマネジメント実施者

を、プログラムマネジャーと称するととがある。

マネジメント実施者(舵:r)は、複数の設計会社と工事会社の組み合わせた複合体のマネ

ジメントを行う。との耳継は更に様勺な形態に発展して、プログラムマネジャーが、発注

者と請負鎖性結ぶ形態もある。

e.統合プロジェクトチーム (Integr百tedProject Team)型は、 ASCE分類のオーナーマネ

ジメント図 3・3・1a.)を複数プロジェクトに拡張した形態である。マネジメント実施者仰
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Cr)は、設計会社や工事会社に対して、発注者の組織構成員として対応する。

国際的に著名な例として、サウジアラビアのアルジュベールZ楽部市の建設を目的とす

るプログラムマネジメントチームがある。発注者はサウジアラビア政府の石油省、プログ

ラムマネジャーは米国のBechtelであり、発注者とプログラムマネジャーを併せたプログ

ラムマネジメントチームは王立委員会(RoyalConmision)と称されていた。

(3) Ward他の分類

IYard他は、欧州の事例を含めた分類(*7)を行っている。

a.コンストラクションマネジメント(Cons廿uctionぬnag創砲nt)型は、必CE分惣のオー

ナー型に相当する。設計会社や工事会社』刻する表向きの対応、は、発注者自身が行う。

b.マネジメント契約(蜘lag側 entContracting)型は、 ASCE分頬のエージェント裂に相当

する。英国でもっとも↑質問されている形態と、いわれて(川)いる。

a.コンストラクションマネジメント型 b.マネジメント契量管型

c.設計 ・工事マネジメント型 d.設計 ・工事マネジメント ・施工裂

(図 3・3・7) W，釘ぜ他のマネジメン卜契約システムの分類

c.設計 ・工事マネジメント(Design量胤nage.)型は、設計会社と工事会社の両者をマネジ

メントする。設昔十会社に抵抗があって、英米での採用は少ないとされている。ぬπieの設

計』工事マネジメントを簡素にした形態であり、Progr舗 ωnsul切ntの原形に相当する。

d.設計 ・工事マネジメント ・施工(D巴sign.Manage &ωnstruction)型は、マネジメント
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実施者(MCr)が、設計会社と工事会社の両者をマネジメン卜すると同時に、マネジメント対

象の工事の請負契約も結ぶ形態である。マネジメント実施者の榔良と責任が最も大きな形

態であり、究極のマネジメント契何杉態とされる。1990-1993年に筆者が米国で携わったの

は、この形1~のプロジェクトであった。

3・3・1・2 分額の方法

米国で寸量化している形態分類の事例では、マネジメント契約システムの採用の動機、

起因、目的は考慮されていない。

マネジメント契約システムを採用しようとする当事者にとって、形態上の分類だけでは

イサでなく、ほかに次のような視点、に立った分類が必要である。

( 1 )目的による分類

(2)マネジメン ト実施者(MCr)の関わり方による分類

(3)参却時期による分類

(4)鼠宅業務の磁類による分類

(5)マネジメント実施者(MCr)の主体性による分類

(6 )プロジェクト組織の繕成者による分類

(7)マネジメン 卜契柑酌上の責任による分類

マネジメント契形舟5態の形成に影響を及ぽす動機、起因、目的は、先に述べた補完と代

替えの2つの機能に集約される、と考えられるので、この2つの機能に注目して個々のマ

ネジメント契約システムの形態G冴5成過程を検証する。

3・3・2 形態の形高畠程(その1) ワーク契約の場合

3・3・2・1 発注者の組櫛隣例

発注者が、自らの機能をフルに発揮する(補完機能ゼロの)場合の組織を考える。

表現を平易にするため.職制を日本語表示とする。米国の Pr官 ident、ぬief0開 ratin

g Offcerの機能を経営者、 Managerof Construction Projectを建設部長、 ProjectPla 

nn.tng蜘 1偲.erを計画課長、EngineeringManagerをぜ術課長、Proαr創世nt~伽lag町ま

たはContractAdmlnistration Managerを調達課長、 ωnstructionManagerを工事課長、

各 Managerの配下をスタッフと表示する。米国の官庁や企業は、部(Division，Depar旬len

t)や諜(Section)という集団が結合する組織は必ずしも存在せず、個人間制旨示命令関係で

運営されている。部長(H飽 dof DivisionJや課長(αuefof Section)の機能を持つ職制が

存在するわけでなく、健在上の名称として使用する。

検証にあたり、発注者が本来備えるプロジェクトマネジメント機能を 100%発揮出来る

伊!として(図 3・3・8)と(図 3・3・9)のような組織形態のモデルを考える。
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以下のすべての図では、次の凡例を使用する。

請負契約および業務指示の関係は、 3・3・1. 1の凡例と同様とする。

仁3組織内部の稿欄

一一一上司と剖作の関係

同左の不足機能

請負契約関係

口外糖
=ー業樹旨示関係

•••• 
• • • • • ・・・・

(図 3・3・8) 総書由1*γ メント畿:議船首 (図 3・3・9) 錦町，~ジメン噛;訟能組

との組織は、ライフサイクル全邸皆に対応する儲リ分担を、以下のように想定する。

計画課:基本計画と予算策定、克童、環境等の調査、事業化 ・採算性の検討

捌課:地盤 ・I断調査、品質保証、語十の発注管理または設計実施、検査

調達諜.入札、郵旬、支払い、クレーム対応

工事課:工程、工期、安全、原価等の管理

調達部:調達機能を分担する

調達が置かれた位置が重要である。(図 3・3・8)のように、建設部の中にある場

合は、ワーク契約(IVC)の責任は、建設部すなわち建設部長(Managerof Con5truction Pro 

ject)にある。(図 3・3・9)のように、建設部の外にある場合は、ワーク契約(附の

責任は建設官官にない。
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3・3・2・2 ;j鋸十実施機能を持たない場合のワーク契約(WC)

工事・設計のワーク契約(WC)形態の一例を以下に図示する。

b糊甑匿ヨ

(図 3・3・10) 設計実施機能を持たない場合

3・3・2・3 設計実施機能を持つ場合

技術課に設計実施機能がある場合のワーク契約(WC)形態例は以下に図示される。

(図 3・3・11) 設計実施機能を持つ場合
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3・3・3 形態の形蹴過程(その2) 滋殿町マネジメント契が鵡得合

3・3・3・1 工事スタッフ補完の場合

(1)設計実施機能を持たない場合

(図 3・3・i2) 柏町，，*γメント齢制搬

(2)設計実施機能を持つ場合

a撤回 b向。国

|その他ら鞍| 匿 国

(図 3・3・13) ~if初対シ・ t'Jト縫:語盤車内宮
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3・3・3・2 技術・工事スタッフ補完の形態 3・3・3・3 W術スタッフ・工事課補完の形態

( 1 )マネJメント実施者(MCけに設計諸機能を持たせない場合 ( 1 )マネジメント実施者(MCr)に設計実施機能を持たせない場合

a毅撒匡宣

(図 3・3・16) 翌鶴町vtグメント燦:髄臨積
(図 3・3・14) 発績のすわ， ~')ト継:轍糊

(2)マネジメント実施者(MGr)に設計実施機能を持たせる場合

(2)マネジメント実施者(MCr)に設計実施機能を持たせる場合

(図 3・3・15) 縮問シ'j.'.I卜陸:轍鮒

(図 3・3・17) 罪抑v*γメント能;書離向車
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3・3・3・4 m街謀 ・工事課繍完の形態

(1 )マネジメノト実施者(MCr)に設計笑施機能を持たせない場合

3・3・3・5 建設琳続の形態舗轍能内蔵)

( 1 )マネジメント実施者(MCr)が設計調機能を持たない場合

a糊 国
|その他ら蝦I;説話;

日蹴閣議j揮顕;江端:

;::[:;:::[:;:::[:;;:::: 

(図 3・3・20) 総書町7*γメント鍛:調滋野信

(図 3・3・18) 書簡の7*γ j.'j卜厳:書滋掛E

(2 )マネジメ ント笑施者(MCr)が設計実施機能を持つ場合

(2)マネジメント実施者(MCr)に設計実施機能を持たせる場合

品
工
制
…

寸
誠
一
一輝
.…よし
仰
…

ヨ
一一湖一…榔一寸
一川
…

匡
扇
に
誠
一
制

緩

一他
一

組

一
初
一

(図 3・3・21) 霊証言。マネシ.}'jト磁伝滋翻属

(図 3 ・3・19) 完住吉町マ4γメント披:書越自円高
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3・3・3・6 建設腕続の形態繍逮機能独立)

( 1 )マネジメント実路者(MCr)が設計実施機能を持たない場合

(図 3・3・22) 発住吉町7~，γ メント緩:融機臨

(2)マネジメント実施者(MCr)均設計実施機能を持つ場合

(図 3・3・23) 霊協のすわ・メント臓器麓甑
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3・3・4 形態の形船邸童(その3) 鰭え密接のマネジメント契終鵡の場合

3・3・4・1 設計直営 ・工事分割発注耳纏の代替え

( 1 )請負工事実施者(WCr)にマネジメント実施者(MCr)の役割を求める場合

下図に示す例は、従来の設計直営 ・工事外j主の請負契約(WC)の形態 aの原案に、全工

期にわたってマネジメントを可能にするための代替え機能を付与して、発注者が、請負工

事実施者(WCr)の一社にマネジメント実施者(MCr)を委託した形態 b.である。

a.議機械室 b.1潜滋

(図 3・3・24) 設計直営 ・工事外注の代替え事例 ・l

(2)第三者のマネジメント実施者(MCr)を起用する場合

下図に示す例は、従来の設計直営 ・工事外注の請負契約(WC)の形態 a.の原案に、全工期

にわたってマネジメントと段階施工を可能にするための代替え機能を付与して、発注者が、

第三者のマネジメント実施者(舵r)を起用した形態 b.である。

a.議路舗譲 b.1甑案

(図 3・3・25) 設計直営 ・工事外注の代替え事例 ・2
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3・3・4・2 設計 ・工事備紗民主形態の代替え

( 1 )第三者のマネジメント笑施者(MCr)を起用する場合

下図に示す例は‘従来の設計 ・工事分離外四3態の請負契約(WC)の形態 aの原案に対す

る代替えとして、マネジメント期路(~K:r) を起用した形態 b. である。

b.f憶え事

(図 3・3・26) 設計 ・工事分離外注形態の代替え事例 ・I

(2)設計会社に MCrの役割を求める場合

下図に示す例は.従来の設計 ・工事分離外注形態の請負契約(舵)の形態 a.の原案に、全

工期にわたるマネジメントと邸甑を工を可能にするための代管え機能を付与し、発注者が

諒十終了後に設計会牡に対して、マネジメント実施者(MCr)の役割を求めた形態 b.である。

(図 3・3・27) 設計 ・ 工事分青紗~ì:主形態の代替え事例 ・ 2
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(3)ワーク実施者(WCr)にマネジメント実施者(MCr)の役割jを求める場合

下図に示す例は、従来の設計 ・工事分脅醗i主形態の請負契約 (WC同形態 a.の原案に‘

全工期にわたるマネジメントを可能にするための代替え機能を付与して、発注者が請負工

事実施者(WCrJのi社に対して、マネジメント笑施者(MCr)の役割jを求めた形態 b.である。

(図 3・3・28) ー訴ト工事分制注形態の代替え事例 ・3

(4)請負工事実施者(WCr)に元請け契約会社とマネジメント実施者(MCr)の役割を求める

場合

下図に示す例は、従来の稜計 ・工事分自醗注形態の請負契約(WC)の形態 aの原案に、全

工期にわたるマネジメントと段階施工を可能にするための代替え機能を付与して、発注者

か請負工事実施者(WCr)のl社に、元請け会社とマネジメント実施者(MCr)の役割を求めた

形態 b.である。

(図 3・3・29) 設計 ・工草分離外注形態の代替え事例 ・4

ー 11-



(5)込帯会社にマネジメント実施者(附)の役割を求める場合

下図に示す例は、従来の設計 ・工事分離発注斉5態の請負契約 (WC)の形態 8.の原案に、段

階総工を可能にし、調達の透明性を求めるための代替え機能を付与して、発注者が元議会

社に対し、マネジメント実施者(附)の役割を求めた形態 b.である。

8.議磁場環 b.憾波

(図 3・3・30) 設計 ・工事分菌続四強制惜え事例 ・5

3・3・4・3 諦十工事一括野部態の代替え

(1 )元請け会社にマネジメント実施者(MCr)の役割を求める場合

下図に示す例は、従来の設計工事一括発注形態(DesignjBuild)の請負契約(WC)の形態 8.

の原案に、段蹴在工を可能にし誠童の透明性を求めるための代替え機能を付与して、発注

者がる者負会社にマネジメント実施者(舵:r)の役割を求めた形態 bである。

8.議機械藻

(図 3・3・31) 設計工事一括発湖徳の代替え事例 ・1
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(2)第三者のマネジメント実施者(舵r)を起用する場合

下図に示す例は、従来の設計工事一括発注形態の議負契約(WC)の形態 aの原案に、発注

者が自らの立場を強化し、対立する元議け封土との関係、を緩和するために、第三者にマネ

ジメント実施者(MCr)の役割jを求めた形態 b.である。

a.議機嫌

(図 3・3・32) 設計工事一括発問強制惜え抑j・2

3・3・2・2の(図3・3・10)から、 3・3・4・3の(図 3・3・32)に

わたって検証した結果から、各形態とその備える機能の関係を愛理すると、 (表 3・3

・2)に示す通りとなる。
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(表 3・3・2) 各形態とその機能 務灘 語↑|階構|号問箇所|ヲ開図1ASC路島

(補:補助、管:管理を示す) 形態 討首 繍 議 I事幾重量

取畿 詣 僧え提量 引用箇所 引用図 ASCf.QJs再 管 管 胤r 3・3・3・4 3・3'191:語11*1'Iン卜
形態 |福岡崎|罷|盃 幾鍛

J 
管 管 管 MCr (2) 

3・3・3・1 3・3・12オー十型} 3・3・3・6 3・3・23

(1) オーナー7?-γ メ (2) 

3・3・3・2 3・3・14ン卜型

(1) 

管|管|管|管| 13. 3'3-5 13-3. 20 1 WardOJ 

(1) 議卜工事7*:/

I I I I I メント・草直j

1
3
' 3 . 3 ~~) 13' 3 . 151山 lI~I~I~I愉 l補II補IMCrI 

匝1 (2) 

γメント型

:11: 3・3・3・313・3・161工-;/1ント聖

(1) 1 1殿線程

(1) 

管|管II管
(111 1ょム

管I 1管|舵r 組主
U
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形態
指!品配打開断|引用図|四 |

締 |語i糊 13・3'4'113.3.251小川

地 I (2) 

量計・瑚 13'3-4'2j3'3叫醐
量発症 I (3) 

吉弘 瑚13・3'4.213'3'261エ_，/xント型

脱 I (1) 
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形態
調|品長|吋|周断l引用図|明

針 瑚 13'3-4・213'3'22陣邸認

証鑑 I (4) 

設計瑚13.3-4-213'3叫議躍

雇量産 I (5) 

舵:rI謝阪 13'3'4-313-3州立L

(1) 
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形態 譜!高品!惜瀧 号1柵|叩|叩

3・3・5 各形態に期待される機能と選択肢の枠組み

発注者がマネジメント割程者(MCr)を趨Rする場合、発注者自身地湖待する機能に適した

形態は、以下に挙げるように整理することが出来る。

3・3・5・1 補完機能の蛸寺

( 1 )僅かの補完

発注者の機能や能力を僅かに補助する程度の場合に適当な形態は、

オーナー型(清 3・3・12羽 3・3・15)である。

(2 )一部の補完

発注者の機能や能力の一部を補完する場合に適当な形態は、

エージェント型(図 3・3'16)、または設計拡張型個3・3・17)である。

(3)大部分の補完

発注者の機能や能力の大部分を補完する場合に適当な形態は、

設計マネジメント伺 3・3・19..国3・3.23)、設計 ..::r草マネジメント(国 3・3'22)または

設計 ・工事マネジメント ・施工(自 3・3・20)である。

(4)すべてを補完

発注者の機能や能力のすべてを矯完する場合に適当な形態は、

読十 ・工事マネジメント ・施工(鋼 3・3・20)、又は請負付き諒十拡張型@3・3.21)である。

3・3・5・2 建設生産システムに対する代替え機能の期待

(1)連続性の期待
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マネジメントの逮続性に効果がある形態は‘すべてのサービス拡張裂である。

すなわち、施工主主張型(~ 3・3・24、信 3・3・28)、設計拡張型倒 3・3.27)、請負施工拡張型(s

3・3・29)である。エージェント型(量 3・3・25.rii 3・3・26)も適性がある.

(2)段階施工/リスク低減の期待

段階施工の可能性を持つ形態は、

エージェント型(国 3 ・ 3 ・ 25‘~ 3・3・26)、設計拡張型(図 3・3・27)、議負施工鉱張型(図 3・3・29‘

国3・3.31)である。邸皆施工の可能性があると、リスクの低減にも知県がある。

(3)透目周笠の期待

認遠の透明性は、すべての形態で期待できる。

(4)工事費抑制の期待

工事金額の抑制が可能な形態は、すべての最高限度額保証型(置 3・3'lUl3・3・22.rii3・3

・24.rii3・3・25、国 3・3・26.国3・3・28.層3・3・30‘園 3・3・31‘i!i3・3-32)である。

(5)献す緩和の期待

発注者とワーク実施者(WCr)の敵対関傍議摘に対する効果は、すべての形態で期待できる。

3・3・6 各機鏑が採用するマネジメント契最初3態

発注者欄待する樹海に、適性のある形態を整理して明らかにしたが、米国の各機関

が制度化し採用している形態の実態を、以下に挙げる

3・3・6・1 瀞 E蜘守一般調達庁(GSA)

連到敬府調達庁(GSA)の傘下の公共建築局(PBS)が創ったシステムは、規則(州、約款(*

9)、指量十(*10)に規定されている。 GSA・CFR.T訂正 41:1984(*8)の$1-4.1602-3項 Const

ruction Managa鴨川 DeliverySystemsには、発注者(Gevernment)の代理役型と、録高限

度額保証型が挙げてあるが、 GSAが採用するシステムは、以下付11)の代理役型だけである。

(図 3・3・33) GSAのマネジメント契約の形態;代理役型

乙の形態には、次のような特徴がある。
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0マネジメント実能者(舵rJは、プロジェクトチームの一員としてプロジェクトのマネジメ

ントに関わる。

0他のマネジメント契約システムに比較して、発注者側のインハウス・エンジニアの裁量

の幅が広く、発注者の契約担当官が主宰する。手慣れたインハウス ・エンジニアを豊富に

確保すること治日I能なため、と考えられる。

O対象は、建築エ事に限定されている。

0マネジメント契約の対象期間は、主に設計段階である。

0工事樹齢マネジメント実施者(郎r)の主務は、品質管理(欄j、納品 ・出来河瀬査、

試験管理など)で、工程・原価管理の比重は少ない。 GSAが当初、ConstructionQualit 

yぬnag慨 nt(ω1.1)と名付ηていた所以である。

0支払いはランプサムである。マネジメント実施者(MCr)の職務上の謹撒高揚が難しい。

3・3・6・2 米国総合建設業協会(AGC)

AGCでは、マネジメント契約に、以下の3種類の形態を挙げている。

( 1 )最高限度額保証型

最部膿軒家設型(GuaranteedMaximum Price:酬を、当協会の標準車句款の #500で規

定(*12)している。

(図 3・3・34) .A∞の最商l良度額保証型の形態

(2 )アドバイザー型

発注者地主直接、専門業者(TradeContractorslと分離発注によって契約を繍吉する形態で、

標準黙敢書510で規定作13)されている。
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(図 3・3・35) AGCのアドバイザー型の形態

(3)施工型

マネジメント実施者(舵r)が工事の一部を施工する形態で、標樹守款非565に規定(*14)

されている。

(図 3・3・36) AGCの施工型の形態

3・3・6・3 米国建築家協会(AIA)

AIAのマネジメント契約は、建築工事の設計監理方式の思想埼玉音最となっている。標準

新激では次の2種類の形態が採用されているe

( 1 )アドバイザー型

AIAと AGCが共同で制定した7fg，態で、 AGCの擦輔撤(*13)の規定と全く向ーの形態が、

AIAの標準約款 B-801パ油に規定(*15)されている。

-81 -



(図 3・3・37) AIAのアドバイザー裂の形態

(2)施工型

AIAとA民地E共同で情促した形態で、 A∞の襟輯司教(*1心に規定された形態と同種の

ものが、 AIAの標輯激 A-121/CMcに規定(*16)されている。

(図 3・3・38) AIAの施工型の形態

3・3・6・4 米国CM協会川仏A)

側AAが知子する標準約款には、次の2種類が規定されている。

(1)エージェント型

純粋型仇re)、又は専門家型(Professiona1)と臼刷が名付けるい17服態である。発注

割種計と工事の知性直接結ぶ。マネジメント実施者は、発注者の代理役として活動す

るにとどまり、 Z事金額やI夜夜担保の保証はしない。
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(図 3・3・39) 倒AAのエージェント型の形態

(2)請負施工型

独立の請負業者(IndependentContractor)型、又は最都蹴額保証(GuaranteedMaxmum 

Price)型、 と側Aが名付ける(*17)好強である。設計部皆では (1 )のエージエント型

と同じだが、マネジメント実施者カ軍部長度額の保証に応じる選択肢がある。それに応じ

た場合、工烹段階で一部又は全剖lの工事を実施する。

(図 3・3・40) 側AAの請負施工型の形態

3・3・6・5 各機関のマネジメント契約システム

米国の各機関が採用しているマネジメント契約システム、雑誌 Engin田 ringNe略 Re∞
吋s(酬が統計に採用している表示と、 AS促の形態分類との関連は、 (表 3・3・3)

に示すように整理される。
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(表 3・3・3) 各機関のマネジメント契約システム

ASCE Barrie 地吋世 GSA AGC AIA CMAA 印R
オーナー型 :オーナー7*γメント 治7・0;'-'~1 ト コン1ト71ショmγメン α1 Pure 

。オーナー7*シ'J.i卜街 Pure 
エーグ u卜型( エ-;.-'ェント7~γ 7*シ・1ント熱 7ド/¥'イ7JIi エーγPure 
サーピ1 :量百滋聖 Pure 
騒型 ，n拠 釦型 at Risk 

;論 拠 議7*シ.メント型 at Risk 
:蹴腿 at Risk 
:謝7~グメント型 Pure 

諺1-7*γ メンぽ 謝.1草7*γメン卜型 Pure 
7・ログ jAJ':Iljル Pure 

議ト工事1*γメント・革I at Risk 
鵠樋 :融l at Risk 
億型 4草I翻

at Risk 
:識革置型 精霊 at Risk 
'請負釦撞型 鐙聖 at Risk 

寸立に採用されている形態は、無数と界溶されるほと'多種多様であるが、実際に公的な

場で制度{!，されている形態は、 4ないし5種類に集約されていることが分かる。
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3-4 マネジメント契約(MC)システムの市場

3・4・1 民間と公共におけるマネジメント契約の導入

マネジメント契約システムの研究は、 1970年代以降に盛んになった。公共工事への採用

がきっかけとなり、マネジメント契約システムが注目を集めるようになったからである。

その頃から定期的な統計が公表されるようになった。しかし統計以前の時代に、マネジメ

ント契約システムは、公共工事こ畑区けて民間工事で定着していた。民同1工事にくらべて

公共工事は、マネジメント契約システムの導入では、第二次大戦を挟んで、約 30年の遅

れがある。この 30年間に建設会社は、マネジメント難句システムの経験を蓄積し、マネ

ジメント能力を高めた。なお米国では、電気、通信、鈍董なとeの分野が私企業であり、日

本の官民分担領域と一致していないので、官民に関する単純な日米比較は出来ない。

一般に米国の企菊舌動は、内笥~t . 内製化傾向が強いと言われ、系列化や重層化による

外部化 ・外製化が主流である日本の企菊活動作1)と対照的である。この臼米の企措活動の

相違は、建設分野の市場髄、企業体質、現場のマネジメントに畢簿を及ぽしている。

米国の民間企業がマネジメント契約システムを採用するにいたった震初の動機は、設備

投資の早期回収のための工期短縮にあった。当時、そのために3つの選択肢があった。す

でに実績を蓄積していた総合建設会社の設計施工、ディペロッパーの調発行為、総合エン

ジニアリンクヨ詩土のターン ・キーの3つのシステムである。いずれも、設計と施工の垣根

を取り払うことで共通している。議十と施工の垣根の高さが、工期の長期化や工程の遅延

の大きな原因につながっていると、当時の発注者側は考えていた。これらのシステムの採

用がきっかけとなって、マネジメント機能が発注者から受注者ヘ移行し始めた。発注者が

備えていないマネジメント機能に、市場価値が生まれる。その車部長、マネジメント契約シ

ステムの市場が誕生した。

民間工事の発注者がマネジメント実施者(MCr)に期待することは、発注劃ムtl=中高広い専

門知識を提供する機能(Mu1tipleDiscip1ine Supply)である。当時それに応えうる企業は、

主に総合エンジニアリング会社であった。

一方、米国の公共機関は、一音防機関を除けば、機能の内部化は少ないと言われている

(*2)。競型のマネジメン卜機能を整えている公共機関は、連邦政府の公共建築局(PBSIや

外阪府の公共道路局など、絶えず同じ種類の工事を継続して実施することを前提に運営さ

れている機関に限られる。一般の公共機関は、その都度、必要な人材を雇用し、不要にな

ったら解雇するという手法を繰り返す。

ζ のような公共機関のありかたは、マネジメント契約システムの需要を促した。公共工

事で発注者がマネジメント実施者(MCr)に期待する最大の機能は、発注者に対する補助、

何子、支援、助言であり、具体的には現場の品質管理を主体とする工事監督、請負業者間
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の調整、入札、数旬・工程管理等(*3)である。劉蛤業は‘主として設計会社、コンサル

タント会社などである。

3・4・2 宿帳ζtの位置

3・4・2・1 マネジメン卜契約に対する基本認識

マネジメント契約システムの出現まで、建設市場で採用されてきていた建設プロジェク

トの調達 ・期間婚を、米国では TraditionalProject Delivery Sysも倒:TPDSと称する

(*4)ごとがある。 r伝統的なプロジェクトの引き渡しシステム」と麗Rされるが、プロジ

ェクトの引き渡しとは、工事業者が発注者から引き受けた建設プロジェク卜を完成させて

発注者に引き渡すことを意味するので、我が国では「儲充的な建設生産システム」と表現

されている。伝統的とは、マネジメント契約システム出現以前の、苦からのことを意味し、

異体的には当章第1節 1ー3の冒頭に図示した、直営からf生能発注までの各システムを指

す。伝統的とは、新しく宮易したマネジメント難句システムに対比した認識である。

マネジメント契約システムを、設計と工事の分離発注形態を前提とする論議も、またマ

ネジメン卜契約システムを設計施工システムの千也案に位置づける論議も (*5)、マネジメン

ト契約システムを、伝統的な建設生産システムとの対比、もしくは代替えとする認識の上

に立っている。

3・4・2・2 法規制の趨勢

マネジメント契約システムは、自然発宜的に生まれたものだから、当初は、法的にも契

約上でも、定義づりがないまま、既成事実だけカちt;q干した。

当時の契約概念である工事請負契約や語トコンサルタント契約などの慣行や定義を拡

大して薬用することになった。マネジメント契約システムが定着しない段階で、関係者間

で係争や紛争が生じた地域もある。例えばCa1ifornia州では競争入机原理の優先か、コ

ンサルタント契約のルール優先かを巡って係争均担きた。裁判の総菜、競争力原理の優先

の判例(*6)が出された。

マネジメン卜知ワが、公共工事に広く採用されるようになってからも、発注者によって

目的や前併3様々なので、次第に州毎lこ異なった出見の適用や市l腹の整備料子われるよう

になった。

(1 )州政府の描1度化の趨勢

米国総合建設業者協会(A∞)は、数年おきに米国全土の州・倣府を対象にした謁査を、過去

に行って (*7)(>1<4)いる。その誕酎操の経年変化を概観すると、以下のように整理される。・1975年
その跨点までに、合衆国会 50州で何らかの形で、マネジメント契約カ噂入された。し
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かし制度の整備は遅れていた。マネジメント契約システムの誕生を促す背策や開始樹兄が

多様であったので、マネジメント笑施者(任官ctitioner)は従来のサービスを拡張して、発

注者のニーズに応えた。一様な基準を制定するまでに紛が熱していなかった、と考えられ

る。

.1977年:

マネジメント契約システムのi去的な定義(StatutoryDefinHion)は、まだ現れていない。・1980年:

この時点までに、マネジメント難句システムの免許(Licensing)市!肢を試みる州政府出

てきた。しかし、説得力のある周知の定義が存在しないために、この試みは不可能と判断

し、実現をあきらめている。・1982年:

Nevada 1州だけがマネジメント契約の免許の要件を設けたこと地主判明している0・1984年:

11州が、法規やガイドラインを策定し、マネジメント契約システムを何らかの形で制度

化している。そのほかでは、請負工事業者、設計者、エンジニアの定義をもとにして対処

している州が、大勢を占めている。・198昨・

・州政府プロジェクトにマネジメント契約を利用した州は、 36州。

・独立した免許/登録(Registration)要件を規定する州は、 1(Utah)。

・州政府のプロジェクトに ConstructionManagement (釧)の名称でマネジメント契約シス

テムの法令を有する州は、 6(South Carolina、Ohio、Virginia、Kansas、Kentucky、III

inois)。前者の3州では別の法令でマネジメント契約を定義しており、後者の3州では定

義していない。

・マネジメント菊踏またはマネジメント戴句の用語を、請負業者関違法令に含める州l式、

3 (Alel凶服、Nevada、NewMexico)。

Alabamaでは、設計家または請負業者のどちらかの免許が必要。 NevadaとNewMexicoで

は、請負業者の免許が必要とされている。

・マネジメント契約を実施透鋒(Practiceof Architecture and Architect)で定義してい

るが、法令に具体的な言及がない州は、2(N四IYork、11linois)。

と調部課は報告している。

以上の 11年間の調査務課から、州政府レベルでは、マネジメント契約システムが、次

第に制度化されていることが伺える。比較的早期に成文化されたこつの州政府のマネジメ

ント契約J去の内容を挙げる。

(2)ωnnec七i∞t州のマネジメント契約法 (CM法)

Connecticutは、東海岸に面した東部 13州の1であって、米国で最も皐くから開発さ
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れ妬かれた地綬である。Connectiωt州法は、最初の規定事例として知られる。その構成

及び内容は、以下のような業務の定義及びマネジメント実施業者の選定基準‘マネジメン

ト契約 ・報酬の交渉等から機成されている(則。

対象プロジエクト:

外倣府公共事業省(ωDe句'pa釘rt蜘m鵬n問3槍削e飢n叫t0ぱfPubliおc11'，恥口rks凶s司)の発注案{件牛プロジエクト

業務:

入札の管理(ManagingThe Bidding) 

工事前のコンサルティング(Pr間口抗ructionCon釦lting)

封ムい申請書類の作成(PreparingApplications for陶 rnent)

発注者の代理役の遂行(Servi昭 asThe Award時 Authority'sRepresentative) 

業者間の調整(CoorぬnatingOther Contractors) 

全業者の賃金台帳の管理(MaintainingPayroll Records of All Contractors) 

業誘報告(HeportingSぽ vices)などである。

マネジメント菊也業者の選定者:

州建設業務塁定委員会(TheS匂teConstruction Services Selection Panel) 

マネジメント謁践者の選定基準(Criteriafor Selection) 

審査の優先度の順位(Orderof Impo比ance)は、

専門能力(刊eProfessionalωmpetenω) 

プロポーザノレの技術的内容(η1eTecbnical Merits of The Proposal) 

エ澗・予算管理能力(TheAbility of The Firm to Perform The Required Services 

wi凶inThe Time and s町 getaryLimits of The Contract) 

提示価縮(ThePrice for I¥'hich The Services Are to Be Renderω)、である。

マネジメン卜契約 ・報酬の交渉:

州建設業務選定委員会が3fiJ;_J_上の封土(NoFewer Th釦 ThreeFirms)から選んだ

マネジメント掲齢者と州建設業務選定委員会の委員長(ThePanel Commissioner) 

がマネジメン卜契約と州にとって公正巨つ妥当(ToBe Fair飢 dReasonable to The 

S切te)と半1)断する幸醐H(Compensation)について交渉する (Negotiate)。

なお、とのCM樹立、マネジメントj賠怖11度の存廃の検討を2年後に行うととを義務づ

けている。法律に付けたこのような条項を、サンセット条項(ATwo Y町 SunsetClause) 

と言い、この条項を付けた法律を、行政改萌足進法と称している。

( 3) Missour i州のマネジメント契約法 (CM法)

胤S鈎ぽi州は、合衆国版図のほぼ中央に位置する。Mi岱 ouri州のCM法は、以下のよう
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なCM類売の内容と範囲、契約の耳婚と鰍旬、選定基準などから構成されている (*9)0 

対象プロジェクト:

同州の公共工事(PublicProjects in The State)。

業務の内容:

側AAの「標準CM業務と期間t加ぬrdCM Servicωand Practi ce) Jに合致。

業務の範函・

計画、設計、工事にわたる広範な業務(WideRange of Construction 出1ag街 剛 七

Serviωs of The Planning， Design and Construction Pbases) 

工事の種類:

新規建設(NewConstruction)、改修工事(Renovation)、補修工事(RepairWork) 

時期:

工芸前(而巴Preconstruction)及び工事中段階(ConstructionPbases)の業務。

契約の汗怨 :

交渉による随意契約(Ne宮otiatedContract)。

契約の術的:

工事への入杭禁止(Prohibittedfrom Bidding on Any of 111e Actual 

Con詑ructionWork) 

工事に対して財務上の利害関係がないこと (NoFin加 cialInt巴resiin The ¥I'ork) 

最部良度保証付き価格の提示(任ovidi昭 A加古川倒 MaximumPric巴to

The Owner)の禁止。

マネジメント実施業者の選定基準:

報酬とコスト (Fees飢 dωsts)

適性(Oualifica七ions)

経験(Experience)

業務遂行能力(Abilityto Perform The Scope of Work Req町 ed)。

提示働制、先に挙げた Conneticut州法では選定基準の優先度の最下位にあるが、 Mi

ssouri州法では選定基準のトップにある。州によって法的性格が、大きくばらついている

一つの詔処である。

(4 )全国レベルの制度化

今なお、マネジメント契約に関する全米を網羅するt鋪憶は存在しない。

その理由として、

・全国をカバーする建設行政の所管官庁治宝石軍しない

.マネジメント契約の歴史が新しく、全国レベルの統一規範を設ける蜘執していない
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